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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを組織の中に打ち込
むように動作可能である、ステープル留め組立体と、
　（ｄ）モータと、
　（ｅ）前記モータに連結されたカム組立体であって、前記モータは、前記カム組立体を
回転させるように構成されている、カム組立体と、
　（ｆ）前記カム組立体に連結された発射組立体であって、前記カム組立体は、遠位側移
動範囲にわたって変化する機械効率を前記発射組立体の遠位部分に提供するように、前記
発射組立体の前記遠位部分を、変化する長手方向の力特性で、前記遠位側移動範囲にわた
り駆動する、発射組立体と、を備える、外科用器具。
【請求項２】
　前記発射組立体は、前記ハンドル組立体に回転式に固定された回動部材を備え、前記回
動部材の第１の部分が前記カム組立体と係合し、前記回動部材の第２の部分が前記発射組
立体と係合し、前記カム組立体は、回転することによって前記回動部材を回転させるよう
に構成され、前記回動部材は、回転することによって、前記変化する機械効率を前記発射
組立体の前記遠位部分に提供するように構成されている、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記カム組立体は、前記カム組立体を一回転させることによって前記発射組立体を駆動
するように動作可能である、請求項１に記載の器具。
【請求項４】
　前記カム組立体は、第１のカム及び第２のカムを備える、請求項１に記載の器具。
【請求項５】
　前記第１のカム及び前記第２のカムは、共通の長手軸に沿って長手方向に間隔をあけて
配置され、前記第１のカム及び前記第２のカムは、前記長手軸の周りに異なる角度位置に
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向けられている、請求項４に記載の器具。
【請求項６】
　前記第１のカム及び前記第２のカムは、カムの輪郭が異なる、請求項４に記載の器具。
【請求項７】
　前記第１のカム及び前記第２のカムは、同一形状である、請求項４に記載の器具。
【請求項８】
　前記発射組立体は、前記ハンドル組立体に回転式に固定された回動部材を備え、前記回
動部材の第１の部分が前記第１のカムと関連付けられ、前記回動部材の第２の部分が前記
第２のカムと関連付けられ、前記回動部材の第３の部分が前記発射組立体と係合し、前記
カム組立体は、回転することによって前記回動部材を回転させるように構成され、前記回
動部材は、回転することによって、前記変化する機械効率を前記発射組立体の前記遠位部
分に提供するように構成されている、請求項４に記載の器具。
【請求項９】
　前記第１のカム及び前記回動部材の前記第１の部分は、接触することによって前記発射
組立体を第１の長手距離に沿って長手方向に並進移動させるように構成され、前記第２の
カム及び前記回動部材の前記第２の部分は、接触することによって前記発射組立体を第２
の長手距離に沿って長手方向に並進移動させるように構成されている、請求項８に記載の
器具。
【請求項１０】
　前記発射組立体の近位部分は、長手軸を規定し、前記モータは、前記長手軸に対して斜
めに向けられている、請求項１に記載の器具。
【請求項１１】
　前記ハンドル組立体は、ピストルグリップを規定し、前記モータは、前記ピストルグリ
ップ内に配置されている、請求項１０に記載の器具。
【請求項１２】
　前記発射組立体は、アームを備え、該アームは、前記カム組立体と係合し、該アームは
、長手方向に並進移動することによって、前記変化する機械効率を前記発射組立体の前記
遠位部分に提供するように構成されている、請求項１に記載の器具。
【請求項１３】
　前記カム組立体は、バレルカムを備える、請求項１２に記載の器具。
【請求項１４】
　バレルカムは、傾斜した遠位面を備える、請求項１３に記載の器具。
【請求項１５】
　前記傾斜した遠位面は、一連の弓形の傾斜を備える、請求項１４に記載の器具。
【請求項１６】
　前記発射組立体を長手方向近位側に付勢するように構成された弾性部材を更に備える、
請求項１に記載の器具。
【請求項１７】
　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを環状配列で打ち込
んで組織の２つの管腔を一緒に固定するように動作可能である、ステープル留め組立体と
、
　（ｄ）モータと、
　（ｅ）前記モータに連結されたカム組立体であって、前記モータは、前記カム組立体を
回転させるように構成されている、カム組立体と、
　（ｆ）前記カム組立体と機械的に連絡する発射組立体であって、前記ステープル留め組
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立体を長手方向に並進移動させることによって前記複数のステープルを打ち込むように構
成されている、発射組立体と、
　（ｇ）弾性付勢部材であって、前記発射組立体を前記カム組立体に向かって付勢するよ
うに構成されている、弾性付勢部材と、を備える、外科用器具。
【請求項１８】
　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを環状配列で打ち込
んで組織の２つの管腔を一緒に固定するように動作可能である、ステープル留め組立体と
、
　（ｄ）第１のモータと、
　（ｅ）第２のモータと、
　（ｅ）前記モータに連結された歯車組立体であって、前記モータは、前記歯車組立体の
構成要素を回転させるように構成されている、歯車組立体と、
　（ｆ）発射組立体であって、前記ステープル留め組立体を長手方向に並進移動させるこ
とによって前記複数のステープルを打ち込むように構成され、前記歯車組立体の構成要素
は、回転して前記発射組立体を長手方向に並進移動させるように構成されている、発射組
立体と、を備える、外科用器具。
【請求項１９】
　前記歯車組立体は、
　（ｉ）前記第１のモータに連結された第１の歯車と、
　（ｉｉ）前記第２のモータに連結された第２の歯車と、
　（ｉｉｉ）前記第１の歯車及び前記第２の歯車と係合したシャフトであって、前記第１
の歯車及び前記第２の歯車は、回転することによって前記シャフトを回転させるように構
成され、前記シャフトは、回転することによって前記発射組立体を長手方向に並進移動さ
せるように構成されている、シャフトと、を備える、請求項１８に記載の器具。
【請求項２０】
　前記第１の歯車及び前記第２の歯車は、第１の方向に回転することによって前記発射組
立体を遠位側へ長手方向に並進移動させるように構成され、前記第１の歯車及び前記第２
の歯車は、第２の方向に回転することによって前記発射組立体を近位側へ長手方向に並進
移動させるように構成されている、請求項１９に記載の器具。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】回転カムドライブを含む外科用ステープラ
【背景技術】
【０００１】
　状況によっては、外科医は患者の開口を通して外科用器具を配置し、その器具を使用し
て患者体内の組織の調整、配置、装着、及び／又は該組織との相互作用を行いたいことが
ある。例えば、外科処置（例えば、大腸、肥満、胸部などに対する処置）によっては、望
ましくない組織を切除するために、又はその他の理由から、消化管及び／又は食道などの
一部を切り取って除去することがある。一旦所望の組織を除去すると、残りの部分を端部
どうしの吻合によって互いに再結合する必要が生じることがある。これらの吻合手技を達
成するための１つのこのような道具は、自然に生じる患者の開口を通して挿入される円形
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ステープラである。円形ステープラによっては、組織を切断し、組織を実質的に同時にス
テープル留めするように構成されているものがある。例えば、円形ステープラは、ステー
プルの環状配列の内側にある余分な組織を切断し、吻合において接合される管腔部分どう
しの間で実質的に滑らかな移行を実現できる。
【０００２】
　円形外科用ステープラの例が、１９９３年４月２７日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ
　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特
許第５，２０５，４５９号、１９９３年１２月２１日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　
Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許
第５，２７１，５４４号、１９９４年１月４日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａ
ｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，
２７５，３２２号、１９９４年２月１５日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔ
ｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，２８
５，９４５号、１９９４年３月８日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏｍｏ
ｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，２９２，０
５３号、１９９４年８月２日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ
　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，３３３，７７３号
、１９９４年９月２７日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓ
ｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，３５０，１０４号、１
９９６年７月９日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐ
ｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，５３３，６６１号、及び２０
１２年１１月２２日に公開された「Ｌｏｗ　Ｃｏｓｔ　Ａｎｖｉｌ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　
ｆｏｒ　ａ　Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ｓｔａｐｌｅｒ」と題する米国特許出願公開第２０１２
／０２９２３７２号に記載されている。上に引用した米国特許及び米国特許出願公開のそ
れぞれの開示内容は、参照により本明細書に組み込まれる。このようなステープラのいく
つかは、組織層をクランプし、クランプした組織層を切断し、組織層を通してステープル
を打ち込むことによって組織層の切断された端部の近くで組織層を共に実質的に封着し、
それによって解剖上の管腔の２つの切断された端部を接合するように動作可能である。
【０００３】
　単に追加で挙げる他の例示的な外科用ステープラが、１９８９年２月２１に発行された
「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｏｒｇａｎ
　Ｓｔａｐｌｅｒｓ」と題する米国特許第４，８０５，８２３号、１９９５年５月１６日
に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　ａｎｄ　Ｓｔａｐｌｅ　Ｃａｒｔｒ
ｉｄｇｅ」と題する米国特許第５，４１５，３３４号、１９９５年１１月１４日に発行さ
れた「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第
５，４６５，８９５号、１９９７年１月２８日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａ
ｐｌｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，５９７，１０７号、１９９７
年５月２７日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特
許第５，６３２，４３２号、１９９７年１０月７日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許第５，６７３，８４０号、１９９８年１月６日に
発行された「Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ
　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米国特許第５，７０４，５３４号、１９９８年９月
２９日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｃｌａｍｐｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と題
する米国特許第５，８１４，０５５号、２００５年１２月２７日に発行された「Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ
ｎ　Ｅ－Ｂｅａｍ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と題する米国特許第６，９７８
，９２１号、２００６年２月２１日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ
　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｅｐａｒａｔｅ　Ｄｉｓｔｉｎｃｔ　Ｃｌｏ
ｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題する米国特許第７，０００，８
１８号、２００６年１２月５日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉ
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ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｌｏｃｋｏｕｔ　ｆｏｒ　ａｎ
　Ｕｎｃｌｏｓｅｄ　Ａｎｖｉｌ」と題する米国特許第７，１４３，９２３号、２００７
年１２月４日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｍｕｌｔｉ－Ｓｔｒｏｋｅ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｓｍ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｒａｃｋ」と題する米国特許第７，
３０３，１０８号、２００８年５月６日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉ
ｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｍｕｌｔｉｓｔｒｏｋ
ｅ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ」と題する米国特許第７，３６７，４８５号、２００８年６月３日に発行
された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇａ
　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｌｏｃｋｏｕｔ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ｆｉｒｉｎｇ」と題する米国特許第７，３８０，６９５号、２００８年６月３日
に発行された「Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｔｗｏ－Ｐｉｅｃｅ　Ｅ－Ｂｅａ
ｍ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と題する米国特許第７，３８０，６９６号、２
００８年７月２９日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題する米国特許第７，４０４，５０８号、２００８年１０
月１４日に発行された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　
Ｈａｖｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｓｔｒｏｋｅ　Ｆｉｒｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｌ
ｏｃｋｏｕｔ」と題する米国特許第７，４３４，７１５号、及び２０１０年５月２５日に
発行された「Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ　ｗｉｔｈ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ
　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題する米国特許
第７，７２１，９３０号に開示されている。上に引用した米国特許のそれぞれの開示内容
は、参照により本明細書に組み込まれる。上述した外科用ステープラは、内視鏡処置にお
いて使用されるものとして記載されているが、このような外科用ステープラは、開口処置
及び／又は他の非内視鏡処置でも使用することができることを理解すべきである。
【０００４】
　さまざまな種類の外科用ステープル留め器具及び関連構成要素が作製され使用されてき
たが、本発明者（ら）以前には、添付の請求項に記載されている発明を誰も作製又は使用
したことがないものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本明細書は、本技術を具体的に指摘し、かつ明確にその権利を請求する、特許請求の範
囲によって完結するが、本技術は、以下の特定の実施例の説明を、添付図面と併せ読むこ
とで、より良好に理解されるものと考えられ、図面では、同様の参照符合は、同じ要素を
特定する。
【図１】例示的な外科用円形ステープル留め器具の側面図である。
【図２Ａ】図１の器具の例示的なステープル留めヘッド組立体の長手方向の拡大断面図で
あり、開放位置にある例示的なアンビルが示されている。
【図２Ｂ】図２Ａのステープル留めヘッド組立体の長手方向の拡大断面図であり、閉鎖位
置にあるアンビルが示されている。
【図２Ｃ】図２Ａのステープル留めヘッド組立体の長手方向の拡大断面図であり、発射済
位置にある例示的なステープルドライバ及びブレードが示されている。
【図３】アンビルに対して形成された例示的なステープルの拡大部分断面図である。
【図４Ａ】本体の一部を取り除いた、図１の外科用器具の例示的なアクチュエータハンド
ル組立体の拡大側面図であり、未発射位置にあるトリガ、及びロック位置にあるロックア
ウト機構が示されている。
【図４Ｂ】図４Ａのアクチュエータハンドル組立体の拡大側面図であり、発射済位置にあ
るトリガ、及びロック解除位置にあるロックアウト機構が示されている。
【図５】図１の外科用器具の例示的な表示器組立体の拡大部分斜視図であり、表示窓及び
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表示レバーが示されている。
【図６】図５の表示窓の図であり、例示的な表示バー及び例示的な対応するステープルを
描いた図が示されている。
【図７】モータ及び例示的なマルチカム組立体を有する例示的な代替の外科用円形ステー
プル留め器具の斜視図である。
【図８】図７の器具、モータ、及びマルチカム組立体の側面図である。
【図９Ａ】第１の回転位置にある図７のモータ及びマルチカム組立体の側面図である。
【図９Ｂ】第２の回転位置にある図７のモータ及びマルチカム組立体の側面図である。
【図９Ｃ】第３の回転位置にある図７のモータ及びマルチカム組立体の側面図である。
【図１０Ａ】第１の回転位置にある図７のマルチカム組立体の斜視図である。
【図１０Ｂ】第２の回転位置にある図７のマルチカム組立体の斜視図である。
【図１０Ｃ】第３の回転位置にある図７のマルチカム組立体の斜視図である。
【図１１Ａ】図７の器具の中に組み込むことができる例示的なモータ及び傾斜カムが第１
の回転位置にある側面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａのモータ及び傾斜カムが第２の回転位置にある側面図である。
【図１２】図７の器具に組み込むことができる例示的な代替の傾斜カムの斜視図である。
【図１３】モータ及びカムを有する別の例示的な代替の外科用円形ステープル留め器具の
斜視図である。
【図１４】図１３のモータ及びカムの斜視図である。
【図１５】図１３のモータ及びカムの正面図である。
【図１６Ａ】図１３の器具、モータ、及びカムが第１の回転位置にある側面図である。
【図１６Ｂ】図１３の器具、モータ、及びカムが第２の回転位置にある側面図である。
【図１７】図１３の器具の発射アームの斜視図である。
【図１８】図１３の器具に組み込むことができる例示的な代替の発射アームの斜視図であ
る。
【図１９Ａ】図１３の器具に組み込むことができる例示的な発射アーム組立体が第１の位
置にある側面図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの例示的な発射アーム組立体が第２の位置にある側面図である。
【図２０Ａ】図１３の器具に組み込むことができる別の例示的な発射アーム組立体が第１
の位置にある側面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａの例示的な発射アーム組立体が第２の位置にある側面図である。
【図２１】例示的なマルチモータ発射組立体の斜視図である。
【図２２】斜め向きのモータを有する例示的な代替の外科用円形ステープル留め器具の側
面図である。
【図２３】斜め向きのモータを有する別の例示的な代替の外科用円形ステープル留め器具
の斜視図である。
【図２４】外科用円形ステープル留め器具に対する発射ストロークと関連する例示的な力
特性を示すグラフである。
【０００６】
　各図面は、いかなる意味においても限定を意図するものではなく、図に必ずしも示して
いないものを含め、本技術の異なる実施形態をさまざまな他の方法で実施し得ることが考
えられる。本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす添付の図面は、本技術のいくつ
かの態様を示しており、その説明と共に本技術の原理を説明するのに役立つものであるが
、本技術は図示される厳密な配置に限定されないことは理解される。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本技術の特定の実施例に関する以下の説明は、本技術の範囲を限定するために使用され
るべきではない。本技術のその他の実施例、特徴、態様、実施形態、及び有利点は、例と
して、本技術を実施するために想到される最良の形態の１つである以下の説明から、当業
者には明らかとなるであろう。理解されるように、本明細書で説明される本技術は、すべ
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て本技術から逸脱することなく、その他種々の明白な態様が可能である。したがって、図
面及び説明文は例示的な性質のものであって限定的なものと見なすべきではない。
【０００８】
　Ｉ．例示的な外科用円形ステープル留め器具の概要
　図１～６は、ステープル留めヘッド組立体（２０）、シャフト組立体（６０）、及びア
クチュエータハンドル組立体（７０）を有する例示的な外科用円形ステープル留め器具（
１０）を示し、それぞれについては、以下により詳細に説明する。シャフト組立体（６０
）は、アクチュエータハンドル組立体（７０）から遠位側に延び、ステープル留めヘッド
組立体（２０）は、シャフト組立体（６０）の遠位端に連結している。端的には、アクチ
ュエータハンドル組立体（７０）は、ステープル留めヘッド組立体（２０）のステープル
ドライバ（２４）を作動させて、ステープル留めヘッド組立体（２０）から複数のステー
プル（６６）を打ち込むように動作可能である。ステープル（６６）は曲げられて、器具
（１０）の遠位端に装着されるアンビル（４０）によって完成したステープルを形成する
。したがって、器具（１０）を利用して、図２Ａ～２Ｃに示される組織（２）をステープ
ル留めすることができる。
【０００９】
　本実施例では、器具（１０）は閉鎖システム及び発射システムを備える。閉鎖システム
は、トロカール（３８）、トロカールアクチュエータ（３９）、及び回転ノブ（９８）を
備える。アンビル（４０）は、トロカール（３８）の遠位端に連結していてよい。回転ノ
ブ（９８）は、トロカール（３８）をステープル留めヘッド組立体（２０）に対して長手
方向に並進移動させ、これにより、アンビル（４０）がトロカール（３８）に連結された
ときに、アンビル（４０）を並進移動させてアンビル（４０）とステープル留めヘッド組
立体（２０）との間で組織をクランプするように動作可能である。発射システムは、トリ
ガ（７４）、トリガ作動組立体（８４）、ドライバアクチュエータ（６４）、及びステー
プルドライバ（２４）を備える。ステープルドライバ（２４）は、ステープルドライバ（
２４）が長手方向に作動したときに、組織を切断するように構成されたナイフ（３６）を
備える。それに加えて、ステープルドライバ（２４）が長手方向に作動したときに、ステ
ープルドライバ（２４）はまたステープル（６６）を遠位側に打ち込むように、ステープ
ル（６６）は、ステープルドライバ（２４）の複数のステープル打ち込み機構（３０）に
対して遠位側に配置されている。それ故、トリガ（７４）が作動し、トリガ作動組立体（
８４）がドライバアクチュエータ（６４）を介してステープルドライバ（２４）を作動さ
せたとき、ナイフ（３６）及び部材（３０）は、組織（２）を実質的に同時に切断すると
共に、ステープル留めヘッド組立体（２０）に対して遠位側に、組織内へとステープル（
６６）を打ち込む。次に、閉鎖システム及び発射システムの構成要素と機能性について、
より詳細に説明する。
【００１０】
　Ａ．例示的なアンビル
　図１～２Ｃに示したように、アンビル（４０）は、表面を提供するように器具（１０）
に選択的に連結可能であり、該表面に対して、ステープル（６６）を曲げて、ステープル
留めヘッド組立体（２０）とアンビル（４０）との間に収容された物質をステープル留め
することができる。本実施例のアンビル（４０）は、ステープル留めヘッド組立体（２０
）に対して遠位側に延びるトロカール又は先のとがったロッド（３８）に選択的に連結可
能である。図２Ａ～２Ｃを参照すると、アンビル（４０）は、アンビル（４０）の近位シ
ャフト（４２）をトロカール（３８）の遠位先端部の連結部を介して、選択的に連結可能
である。アンビル（４０）は、概ね円形のアンビルヘッド（４８）、及びアンビルヘッド
（４８）から近位方向に延びる近位シャフト（４２）を備える。図示されている例では、
近位シャフト（４２）は、アンビル（４０）をトロカール（３８）に対して選択的に連結
するための、弾性的に付勢された保持クリップ（４６）を有する管状部材（４４）を備え
るが、これは単に任意選択のものであり、同様にアンビル（４０）をトロカール（３８）
に対して連結するための、他の保持機構を使用してもよいことを理解すべきである。例え
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ば、アンビル（４０）をトロカール（３８）に対して連結するために、Ｃクリップ、クラ
ンプ、ねじ切り、ピン、接着剤などを用いてよい。それに加えて、アンビル（４０）は、
トロカール（３８）に選択的に連結可能であるように説明しているものの、変形例によっ
ては、近位シャフト（４２）は、一旦アンビル（４０）を装着するとアンビル（４０）を
トロカール（３８）から取り外せないように、一方向の連結機構を備えていてもよい。単
に例示的な一方向の機構としては、かかり、一方向のスナップ、コレット、カラー、タブ
、バンドなどが挙げられる。当然ながら、アンビル（４０）をトロカール（３８）に対し
て連結するための更に他の構成は、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかと
なるであろう。例えば、トロカール（３８）は、代わりに中空シャフトであってもよく、
近位シャフト（４２）はこの中空シャフトに挿入可能なとがったロッドを備えていてもよ
い。
【００１１】
　本実施例のアンビルヘッド（４８）は、アンビルヘッド（４８）の近位面（５０）に形
成された複数のステープル形成ポケット（５２）を備える。したがって、図２Ｃに示した
ように、アンビル（４０）が閉鎖位置にあり、ステープル（６６）がステープル留めヘッ
ド組立体（２０）からステープル形成ポケット（５２）の中へと打ち込まれたとき、ステ
ープル（６６）の脚部（６８）が曲げられて、完成したステープルが形成される。
【００１２】
　別個の構成部品としてのアンビル（４０）の場合は、アンビル（４０）は、ステープル
留めヘッド組立体（２０）に連結される前に、組織（２）の一部分に挿入され、固定され
てよいことを理解すべきである。単なる一例として、アンビル（４０）は、組織（２）の
第１の管状部分に挿入され固定されてもよく、器具（１０）は、組織（２）の第２の管状
部分に挿入され固定されてもよい。例えば、組織（２）の第１の管状部分は、アンビル（
４０）の一部分に対して、又はアンビル（４０）の一部分の周囲に縫合されてもよく、組
織（２）の第２の管状部分は、トロカール（３８）に対して、又はトロカール（３８）の
周囲に縫合されてもよい。
【００１３】
　図２Ａに示したように、その後、アンビル（４０）は、トロカール（３８）に連結され
る。本実施例のトロカール（３８）は、最遠位の作動位置に示されている。このようにト
ロカール（３８）が伸長した位置にくることで、アンビル（４０）を装着する前に組織（
２）が連結され得る面積をより広く提供することができる。それに加えて、トロカール（
３８）が伸長した位置にくることで、アンビル（４０）のトロカール（３８）に対する装
着をより容易にすることもできる。トロカール（３８）は、先細りの遠位先端部を更に備
える。このような先端部は、組織に穿刺し、かつ／又はアンビル（４０）のトロカール（
３８）への挿入を補助できるが、先細りの遠位先端部は単に任意選択のものである。例え
ば、他の変形例では、トロカール（３８）は、鈍先端部を有していてもよい。それに加え
て、又はその代わりに、トロカール（３８）は、アンビル（４０）をトロカール（３８）
の方へ引き付けることができる磁性部分（図示せず）を備えていてもよい。当然ながら、
アンビル（４０）及びトロカール（３８）に対する更に他の構成及び配置が、本明細書の
教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００１４】
　アンビル（４０）がトローカル（３８）に連結されると、アンビル（４０）の近位面と
ステープル留めヘッド組立体（２０）の遠位面との間の距離は、間隙距離ｄを規定する。
本実施例のトローカル（３８）は、アクチュエータハンドル組立体（７０）の近位端に位
置する調節ノブ（９８）によりステープル留めヘッド組立体（２０）に対して長手方向に
並進移動でき、これについては以下により詳細に説明する。したがって、アンビル（４０
）がトロカール（３８）に連結されたとき、ステープル留めヘッド組立体（２０）に対し
てアンビル（４０）を作動させることによって、調節ノブ（９８）の回転が間隙距離ｄを
拡大又は縮小させる。例えば、図２Ａ及び図２Ｂに連続的に示したように、アンビル（４
０）は、初めの開放位置から閉鎖位置へアクチュエータハンドル組立体（７０）に対して
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近位側に作動していることが示されていて、これによって間隙距離ｄ及び組織（２）の接
合されるべき２つの部分間の距離が短くなる。一旦間隙距離ｄが所定の範囲以内になれば
、図２Ｃに示したように、ステープル留めヘッド組立体（２０）が発射され、アンビル（
４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間の組織（２）をステープル留めして
切断することができる。ステープル留めヘッド組立体（２０）は、以下により詳細に説明
するように、ユーザがアクチュエータハンドル組立体（７０）のトリガ（７４）を回動さ
せることによって、組織（２）をステープル留めして切断するように動作可能である。
【００１５】
　上述したように、間隙距離ｄは、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２
０）との間の距離に相当する。器具（１０）が患者の体内に挿入されるとき、この間隙距
離ｄは容易に視認できないことがある。したがって、トリガ（７４）の反対側に配置され
る表示窓（１２０）を通して視認できるように、図５及び図６に示す可動式の表示バー（
１１０）が提供される。表示バー（１１０）は、表示バー（１１０）の位置が間隙距離ｄ
を表すものになるように、調節ノブ（９８）の回転に反応して動くように動作可能である
。図６に示したように、表示窓（１２０）は、アンビルの間隙が所望の動作範囲内（例え
ば緑色の領域つまり「グリーンゾーン」）にあることを示す目盛り（１３０）と、目盛り
（１３０）のそれぞれの端部での対応するステープル圧縮表示とを更に備える。単なる一
例として、図６に示したように、第１のステープル画像（１３２）は高さの高いステープ
ルを示し、第２のステープル画像（１３４）は高さの低いステープルを示している。した
がって、ユーザは、連結されたアンビル（４０）のステープル留めヘッド組立体（２０）
に対する位置を、表示バー（１１０）及び目盛り（１３０）を介して視認できる。したが
って、その後、ユーザは、調節ノブ（９８）を介してアンビル（４０）の配置を調節する
ことができる。
【００１６】
　図２Ａ～２Ｃを再度参照すると、ステープル留めされる組織（２）の一部分の中にアン
ビルヘッド（４８）が位置するように、ユーザは、組織（２）の一部分を管状部材（４４
）の周囲に縫合する。組織（２）がアンビル（４０）に装着されると、ユーザがアンビル
（４０）をトロカール（３８）に連結できるように、保持クリップ（４６）及び管状部材
（４４）の一部分が組織（２）から外へ突出する。組織（２）をトロカール（３８）及び
／又はステープル留めヘッド組立体（２０）の別の部分に連結した状態で、ユーザはアン
ビル（４０）をトロカール（３８）に装着し、アンビル（４０）をステープル留めヘッド
組立体（２０）へ向かって近位側に作動させて、間隙距離ｄを縮小させる。一旦器具（１
０）が動作範囲内に入れば、ユーザは、組織（２）の両端を互いにステープル留めし、そ
れによって、組織（２）の実質的に連続した管状部分を形成する。
【００１７】
　アンビル（４０）は、米国特許第５，２０５，４５９号、米国特許第５，２７１，５４
４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５，２８５，９４５号、米国特許第
５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３号、米国特許第５，３５０，１０
４号、米国特許第５，５３３，６６１号、及び／又は米国特許出願公開第２０１２／０２
９２３７２号（これらの開示内容を参照することにより本明細書に援用する）の教示の少
なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成に従って更に構築されてもよく、これは
、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００１８】
　Ｂ．例示的なステープル留めヘッド組立体
　本実施例のステープル留めヘッド組立体（２０）は、シャフト組立体（６０）の遠位端
に連結され、摺動可能なステープルドライバ（２４）を収納する管状ケーシング（２２）
と、ステープルポケット（３２）内に収容された複数のステープル（６６）とを備える。
ステープル（６６）及びステープルポケット（３２）は、管状ケーシング（２２）の周囲
に円形配列で設けられている。本実施例では、ステープル（６６）及びステープルポケッ
ト（３２）は、ステープル（６６）とステープルポケット（３２）とからなる一対の同心
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環状列として設けられている。ステープルドライバ（２４）は、アクチュエータハンドル
組立体（７０）のトリガ（７４）の回転に反応して、管状ケーシング（２２）内で長手方
向に作動するように動作可能である。図２Ａ～２Ｃに示したように、ステープルドライバ
（２４）は、トロカール開口部（２６）と、中央凹部（２８）と、中央凹部（２８）の周
囲に円周に沿って配設されると共に、シャフト組立体（６０）に対して遠位側に延びる複
数の部材（３０）とを有するフレア状の円筒状部材を備える。各部材（３０）は、ステー
プルポケット（３２）内の複数のステープル（６６）のうち、対応するステープル（６６
）と接触し、係合するように構成されている。したがって、ステープルドライバ（２４）
がアクチュエータハンドル組立体（７０）に対して遠位側に作動するとき、各部材（３０
）は、管状ケーシング（２２）の遠位端に形成されるステープル孔（３４）を通して、対
応するステープル（６６）をそのステープルポケット（３２）から打ち込む。それぞれの
部材（３０）はステープルドライバ（２４）から延びているため、複数のステープル（６
６）は、実質的に同時にステープル留めヘッド組立体（２０）から打ち込まれる。アンビ
ル（４０）が閉鎖位置にあるとき、ステープル（６６）は、ステープル形成ポケット（５
２）の中へと打ち込まれて、ステープル（６６）の脚部（６８）を曲げ、それによって、
アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間に位置する物質をステー
プル留めする。図３は、部材（３０）によってアンビル（４０）のステープル形成ポケッ
ト（３２）に打ち込まれて脚部（６８）を曲げる、１つの単なる例示的なステープル（６
６）を示している。
【００１９】
　ステープルドライバ（２４）は、トロカール開口部（２６）と同軸であってステープル
ポケット（３２）から差し込まれる円筒状ナイフ（３６）を更に備える。本実施例では、
円筒状ナイフ（３６）は、ステープルドライバ（２４）と共に遠位側に並進移動するよう
に、中央凹部（２８）内に設けられている。上述したように、アンビル（４０）がトロカ
ール（３８）に固定されているとき、アンビルヘッド（４８）は表面を提供し、該表面に
対して円筒状ナイフ（３６）は、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０
）との間に収容された物質を切断する。変形例によっては、アンビルヘッド（４８）は、
円筒状ナイフ（３６）が物質を切断することを（例えば、協働する剪断エッジ部を提供す
ることによって）補助するための凹部（図示せず）を備えていてもよい。それに加えて、
又はその代わりに、アンビルヘッド（４８）は、はさみ型の切断動作を提供できるように
、円筒状ナイフ（３６）からずれている１つ以上の対向する円筒状ナイフ（図示せず）を
備えていてもよい。更に他の構成が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らか
となるであろう。ステープル留めヘッド組立体（２０）は、このようにしてアクチュエー
タハンドル組立体（７０）による作動に反応して、組織（２）のステープル留めと切断と
の両方を実質的に同時に行うように動作可能である。
【００２０】
　当然ながら、ステープル留めヘッド組立体（２０）は、米国特許第５，２０５，４５９
号、米国特許第５，２７１，５４４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５
，２８５，９４５号、米国特許第５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３
号、米国特許第５，３５０，１０４号、米国特許第５，５３３，６６１号、及び／又は米
国特許出願公開第２０１２／０２９２３７２号（これらの開示内容を参照することにより
本明細書に援用する）の教示の少なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成に従っ
て更に構築されてもよく、これは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかと
なるであろう。
【００２１】
　既に述べた通り、ステープルドライバ（２４）は、トロカール開口部（２６）を備える
。トロカール開口部（２６）は、トロカール（３８）が、ステープル留めヘッド組立体（
２０）及び／又はシャフト組立体（６０）に対して長手方向に摺動できるように構成され
ている。図２Ａ～２Ｃに示したように、トロカール（３８）は、以下にアクチュエータハ
ンドル組立体（７０）に関してより詳細に説明する通り、トロカール（３８）が回転ノブ
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（９８）の回転を介して長手方向に作動できるように、トロカールアクチュエータ（３９
）に連結されている。本実施例では、トロカールアクチュエータ（３９）は、トロカール
（３８）に連結された、細長く、比較的硬質のシャフトを備えるが、これは単に任意選択
のものである。変形例によっては、アクチュエータ（３９）は、器具（１０）の一部を使
用中に選択的に曲げられるように、又は湾曲させられるように、長手方向には硬質だが横
方向には曲げられる材料を備えていてもよく、あるいは器具（１０）は、事前に曲げられ
たシャフト組立体（６０）を備えていてもよい。アンビル（４０）がトロカール（３８）
に連結されると、トロカール（３８）及びアンビル（４０）は、アンビル（４０）とステ
ープル留めヘッド組立体（２０）との間の間隙距離ｄを調節するために、アクチュエータ
（３９）を介して並進移動可能である。アクチュエータ（３９）がトロカール（３８）を
長手方向に作動させる更に他の構成が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明ら
かとなるであろう。
【００２２】
　Ｃ．例示的なシャフト組立体
　図２Ａ～２Ｃに示したように、ステープル留めヘッド組立体（２０）及びトロカール（
３８）は、シャフト組立体（６０）の遠位端に位置している。本実施例のシャフト組立体
（６０）は、外側管状部材（６２）及びドライバアクチュエータ（６４）を備える。外側
管状部材（６２）は、ステープル留めヘッド組立体（２０）の管状ケ－シング（２２）に
、かつアクチュエータハンドル組立体（７０）の本体（７２）に連結され、外側管状部材
の中で作動する構成部品に対して機械的な基盤を提供する。ドライバアクチュエータ（６
４）の近位端は、以下に説明する、アクチュエータハンドル組立体（７０）のトリガ作動
組立体（８４）に連結される。ドライバアクチュエータ（６４）の遠位端は、トリガ（７
４）の回転でステープルドライバ（２４）が長手方向に作動するように、ステープルドラ
イバ（２４）に連結される。図２Ａ～２Ｃに示したように、ドライバアクチュエータ（６
４）は、トロカール（３８）に連結されたアクチュエータ（３９）が、ドライバアクチュ
エータ（６４）内で、かつドライバアクチュエータ（６４）に対して、長手方向に作動で
きるように、開放した長手軸を有する管状部材を備える。当然ながら、本明細書の教示を
考慮することで当業者には明らかとなるように、ドライバアクチュエータ（６４）内に他
の構成部品を設けてよいことを理解すべきである。
【００２３】
　シャフト組立体（６０）は、米国特許第５，２０５，４５９号、米国特許第５，２７１
，５４４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５，２８５，９４５号、米国
特許第５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３号、米国特許第５，３５０
，１０４号、米国特許第５，５３３，６６１号、及び／又は米国特許出願公開第２０１２
／０２９２３７２号（これらの開示内容を参照することにより本明細書に援用する）の教
示の少なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成に従って更に構築されてもよく、
これは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００２４】
　Ｄ．例示的なアクチュエータハンドル組立体
　次に、図４Ａ～５を参照すると、アクチュエータハンドル組立体（７０）は、本体（７
２）、トリガ（７４）、ロックアウト機構（８２）、トリガ作動組立体（８４）、及びト
ロカール作動組立体（９０）を備える。本実施例のトリガ（７４）は、トリガ（７４）が
未発射位置（図４Ａに図示）から発射済位置（図４Ｂに図示）に回転することで上述した
ドライバアクチュエータ（６４）が作動するように、本体（７２）に回動可能に取り付け
られ、トリガ作動組立体（８４）に連結される。バネ（７８）は、本体（７２）及びトリ
ガ（７４）に連結され、未発射位置に向かってトリガ（７４）を付勢する。ロックアウト
機構（８２）は、本体（７２）に連結された回動可能な部材である。第１のロック位置で
は、ロックアウト機構（８２）がトリガ（７４）と係合してユーザによるトリガ（７４）
の作動に機械的に抵抗するように、ロックアウト機構（８２）は上方へと本体（７２）か
ら離れるように回動される。図１及び４Ｂに示されているような第２のロック解除位置で
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は、ロックアウト機構（８２）は、ユーザがトリガ（７４）を作動できるように下方へ回
動される。したがって、ロックアウト機構（８２）が第２の位置にある状態では、トリガ
（７４）は、トリガ作動組立体（８４）と係合して器具（１０）を発射させることができ
る。
【００２５】
　図４Ａ及び４Ｂに示したように、本実施例のトリガ作動組立体（８４）は、ドライバア
クチュエータ（６４）の近位端と係合する摺動可能なトリガ運搬部（８６）を備える。運
搬部（８６）は、運搬部（８６）の近位端上に、トリガ（７４）から延びる一対のトリガ
アーム（７６）を保持し係合するための一組のタブ（８８）を備える。したがって、トリ
ガ（７４）が回動するとき、運搬部（８６）は、長手方向に作動し、長手方向への動きを
ドライバアクチュエータ（６４）に伝達する。図示されている例では、運搬部（８６）は
、ドライバアクチュエータ（６４）の近位端に固定して連結されているが、これは単に任
意選択のものである。実際には、１つの単なる例示的な代替例では、遠位のバネ（図示せ
ず）がドライバアクチュエータ（６４）を、アクチュエータハンドル組立体（７０）に対
して近位側に付勢した状態で、運搬部（８６）がドライバアクチュエータ（６４）に当接
するだけでよい。
【００２６】
　トリガ作動組立体（８４）は、米国特許第５，２０５，４５９号、米国特許第５，２７
１，５４４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５，２８５，９４５号、米
国特許第５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３号、米国特許第５，３５
０，１０４号、米国特許第５，５３３，６６１号、及び／又は米国特許出願公開第２０１
２／０２９２３７２号（これらの開示内容を参照することにより本明細書に援用する）の
教示の少なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成に従って更に構築されてもよく
、これは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００２７】
　本体（７２）はまた、調節ノブ（９８）の回転に反応してトロカール（３８）を長手方
向に作動するように構成されたトロカール作動組立体（９０）を収納する。図４Ａ～５に
最もよく示されているように、本実施例のトロカール作動組立体（９０）は、調節ノブ（
９８）、溝付きシャンク（９４）、及びスリーブ（９２）を備える。本実施例の溝付きシ
ャンク（９４）は、トロカールアクチュエータ（３９）の近位端に位置するが、溝付きシ
ャンク（９４）及びトロカールアクチュエータ（３９）は、その代わりに、係合して長手
方向の動きを伝達する別個の構成要素であってもよいことを理解すべきである。溝付きシ
ャンク（９４）は本体（７２）の内部で並進移動するように構成されているが、溝付きシ
ャンク（９４）は本体（７２）の内部で回転しない。調節ノブ（９８）は、本体（７２）
の近位端によって回転可能に支持され、内部タブ（図示せず）を介して溝付きシャンク（
９４）と係合するスリーブ（９２）を回転させるように動作可能である。調節ノブ（９８
）はまた、以下により詳細に説明するように、雌ねじ（図示せず）を規定する。本実施例
の溝付きシャンク（９４）は、溝付きシャンク（９４）の外表面に形成された連続的な溝
（９６）を備える。したがって、調節ノブ（９８）を回転させると、スリーブ（９２）の
内部タブが溝（９６）内に乗り、溝付きシャンク（９４）はスリーブ（９２）に対して長
手方向に作動する。溝付きシャンク（９４）はトロカールアクチュエータ（３９）の近位
端に位置するため、調節ノブ（９８）が第１の方向に回転することによってトロカールア
クチュエータ（３９）がアクチュエータハンドル組立体（７０）に対して遠位側に前進す
る。したがって、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間の間隙
距離ｄが増大する。調節ノブ（９８）を反対方向へ回転させることにより、トロカールア
クチュエータ（３９）は、アクチュエータハンドル組立体（７０）に対して近位側に作動
して、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間の間隙距離ｄを縮
小させる。このように、トロカール作動組立体（９０）は、調節ノブ（９８）の回転に反
応してトロカール（３８）を作動させるように動作可能である。当然ながら、トロカール
作動組立体（９０）のための他の構成が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明
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らかとなるであろう。
【００２８】
　本実施例の溝（９６）は、軸方向の距離当たりの溝のピッチ又は数がさまざまである複
数の異なる部分（９６Ａ、９６Ｂ、９６Ｃ）を備える。この溝（９６）は、遠位部分（９
６Ａ）、中間部分（９６Ｂ）、及び近位部分（９６Ｃ）に分けられている。図５に示した
ように、遠位部分（９６Ａ）は、溝付きシャンク（９４）の軸方向の短い距離にわたって
細かいピッチ又は多くの溝を備える。中間部分（９６Ｂ）は、スリーブ（９２）の内部タ
ブが軸方向に長い距離を通過するために必要な回転が比較的少なくなるように、軸方向の
距離当たりに比較的粗いピッチ又は数少ない溝を有する部分を備える。アンビル（４０）
がステープル留めヘッド組立体（２０）に対して最初の遠位位置にあるとき、スリーブ（
９２）の内部タブは中間部分（９６Ｂ）に位置している。したがって、間隙距離ｄは、ス
リーブ（９２）の内部タブが中間部分（９６Ｂ）を通過する間に、調節ノブ（９８）の比
較的少ない回転によって急速に縮小してよい。本実施例の近位部分（９６Ｃ）は、遠位部
分（９６Ａ）に実質的に類似しており、軸方向に短い距離を通過するために必要な回転数
が多くなるように、溝付きシャンク（９４）の軸方向の短い距離にわたって細かいピッチ
又は多くの溝を備える。本実施例の近位部分（９６Ｃ）は、アンビル（４０）がステープ
ル留めヘッド組立体（２０）に実質的に近いときは、ノブ（９８）によって規定される雌
ねじと係合し、その結果、以下により詳細に説明するように、表示バー（１１０）は表示
窓（１２０）内を目盛り（１３０）に沿って移動して、アンビルの間隙が所望の動作範囲
内にあることを示す。したがって、溝（９６）の近位部分（９６Ｃ）がノブ（９８）の雌
ねじと係合する近位位置に溝付きシャンク（９４）が到達すると、調節ノブ（９８）が回
転するたびに比較的少量だけ間隙距離ｄが縮小して、微調節ができる。近位部分（９６Ｃ
）がノブ（９８）の雌ねじと係合したとき、スリーブ（９２）の内部タブは溝（９６）か
ら係脱し得ることを理解すべきである。
【００２９】
　トロカール動作組立体（９０）は、米国特許第５，２０５，４５９号、米国特許第５，
２７１，５４４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５，２８５，９４５号
、米国特許第５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３号、米国特許第５，
３５０，１０４号、米国特許第５，５３３，６６１号（これらの開示内容を参照すること
により本明細書に援用する）の教示の少なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成
に従って更に構築されてもよく、これは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明
らかとなるであろう。
【００３０】
　図４Ａ及び４Ｂに示す例では、溝付きシャンク（９４）の遠位側に位置するトロカール
アクチュエータ（３９）の中間部分に、Ｕ字クリップ（１００）が装着される。本実施例
では、トロカールアクチュエータ（３９）の延長部が、ハンドル組立体（７０）のハウジ
ング内にあるスロットと係合し、調節ノブ（９８）を回転させたときにトロカールアクチ
ュエータ（３９）がその軸周りに回転するのを防ぐ。本実施例のＵ字クリップ（１００）
は、その対向する側面それぞれに、ねじ、ボルト、ピンなどの装着部材を受け入れるため
の細長いスロット（１０２）を更に備え、目盛り（１３０）に対して表示バー（１１０）
を較正する目的で、Ｕ字クリップ（１００）の細長いスロット（１０２）の長手方向の位
置をトロカールアクチュエータ（３９）に対して選択的に調節する。変形例によっては、
装着部材（例えばねじ、ボルト、ピンなど）は、本体（７２）の一部分と係合して、調節
ノブ（９８）を回転させたときにトロカールアクチュエータ（３９）がその軸周りに回転
するのを実質的に防ぐ。
【００３１】
　図５に示したように、アクチュエータハンドル組立体（７０）は、表示器（１０４）と
係合して回動させるように構成された表示器ブラケット（１４０）を更に備える。本実施
例の表示器ブラケット（１４０）は、本体（７２）に形成された一対のスロットに沿って
、本体（７２）に対して摺動可能である。表示器ブラケット（１４０）は、長方形プレー
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ト（１４４）、表示器アーム（１４６）、及び角度付きフランジ（１４２）を備える。角
度付きフランジ（１４２）は、長方形プレート（１４４）の近位端に形成され、トロカー
ルアクチュエータ（３９）及び／又は溝付きシャンク（９４）上に摺動可能に取り付ける
ための孔（図示せず）を備える。フランジ（１４２）をＵ字クリップ（１００）に対して
付勢するために、フランジ（１４２）とボス（１５２）との間にコイルバネ（１５０）が
介在している。したがって、Ｕ字クリップ（１００）がトロカールアクチュエータ（３９
）及び／又は溝付きシャンク（９４）により遠位側に作動するとき、コイルバネ（１５０
）は、表示器ブラケット（１４０）を付勢して、Ｕ字クリップ（１００）と共に遠位側へ
移動させる。それに加えて、Ｕ字クリップ（１００）は、トロカールアクチュエータ（３
９）及び／又は溝付きシャンク（９４）が近位側に並進移動するときに、表示器ブラケッ
ト（１４０）をボス（１５２）に対して近位側に付勢し、これによってコイルバネ（１５
０）を圧縮する。当然ながら、変形例によっては、表示器ブラケット（１４０）は、トロ
カールアクチュエータ（３９）及び／又は溝付きシャンク（９４）に固定して装着されて
もよいことを理解すべきである。
【００３２】
　本実施例では、表示器ブラケット（１４０）が、アンビルの間隙が所望の動作範囲（例
えば、緑色の領域つまり「グリーンゾーン」）内にあるときには該当しない長手方向の位
置にあるとき、ロックアウト機構（８２）の一部分が表示器ブラケット（１４０）の表面
（１４１）に当接する。アンビルの間隙が所望の動作範囲（例えば、緑色の領域つまり「
グリーンゾーン」）内にあるとき、表示器ブラケット（１４０）が狭くなって、表示器ア
ーム（１４６）のどちらかの側に一対の間隙（１４５）ができ、ロックアウト機構（８２
）が回動することが可能になり、それによってトリガ（７４）が解放される。したがって
、ロックアウト機構（８２）及び表示器ブラケット（１４０）は、アンビル（４０）が所
定の動作範囲に来るまでにユーザがトリガ（７４）を解除して動作させてしまうことを実
質的に防ぐことができる。当然ながら、変形例によっては、ロックアウト機構（８２）全
体を省略してもよいことを理解すべきである。
【００３３】
　この動作範囲は、簡潔に上述した通り、目盛り（１３０）に対して示された表示器（１
０４）の表示バー（１１０）を介して、ユーザに視覚的に伝達されてよい。表示器ブラケ
ット（１４０）の遠位端には、表示器（１０４）の移動を制御するために横方向に突出す
るフィンガ（１４８）で終端する、遠位側に突出する表示器アーム（１４６）がある。図
５に最もよく示されている、表示器アーム（１４６）及びフィンガ（１４８）は、表示器
（１０４）のタブ（１０６）と係合するように構成され、表示器ブラケット（１４０）が
長手方向に作動したときに表示器（１０４）が回動する。本実施例では、表示器（１０４
）は、表示器（１０４）の第１の端部で本体（７２）に回動可能に連結されていたが、こ
れは単に任意選択のものであり、表示器（１０４）のための他の枢軸点が、本明細書の教
示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。表示バー（１１０）は、表示バー
（１１０）が表示器ブラケット（１４０）の作動に反応して移動するように、表示器（１
０４）の第２の端部に配置されている。したがって、上述したように、表示バー（１１０
）は、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間の相対的な間隙距
離ｄを示すために、表示窓（１２０）を通して目盛り（１３０）（図６に図示）に対して
表示される。
【００３４】
　当然ながら、表示器ブラケット（１４０）、表示器（１０４）、及び／又はアクチュエ
ータハンドル組立体（７０）は、米国特許第５，２０５，４５９号、米国特許第５，２７
１，５４４号、米国特許第５，２７５，３２２号、米国特許第５，２８５，９４５号、米
国特許第５，２９２，０５３号、米国特許第５，３３３，７７３号、米国特許第５，３５
０，１０４号、米国特許第５，５３３，６６１号、及び／又は米国特許出願公開第２０１
２／０２９２３７２号（これらの開示内容を参照することにより本明細書に援用する）の
教示の少なくともいくつかに従って、かつ／又は他の構成に従って更に構築されてもよく
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、これは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００３５】
　ＩＩ．並進移動するカム従動子を有する例示的な電動の外科用円形ステープル留め器具
　場合によっては、外科用円形ステープル留め器具（１０）を手動で駆動するのを回避す
る方法でステープル（６６）及びナイフ（３６）を駆動することが望ましいことがある。
例えば、術者が外科用円形ステープル留め器具（１０）を作動させるのに十分な手の力が
ない場合、ステープルドライバ（２４）及びナイフ（３６）に対して電動の組立体を設け
ることが望ましいことがある。器具（１０）の少なくとも一部を電動化することで、ステ
ープルドライバ（２４）及びナイフ（３６）を駆動する際に術者が誤るリスクを軽減する
こともできる。場合によっては、器具（１０）を手動で駆動して術者が誤ると、器具（１
０）が完全に作動しない結果になるおそれがある。これは、術者がトリガ（７４）を完全
に手動で作動させるのに失敗したときに起こることがあり、これによってステープル（６
６）が完全に形成されなくなることがあり、よって完全に吻合を固定できなくなる。その
ため、ステープルドライバ（２４）及びナイフ（３６）の駆動を電動化することで、組織
を切断するためにナイフ（３６）が完全に駆動されるようにし、かつ組織を固定するため
に１回の打ち込みストロークでステープル（６６）が完全に展開するようにできる。器具
（１０）をどのように再構成してモータを組み入れるのかを示すさまざまな例を以下に更
に詳細に説明するが、他の構成が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかと
なるであろう。以下に記載する例は、上述した器具（１０）と実質的に同様に機能してよ
いことを理解すべきである。特に、以下に記載する外科用円形ステープル留め器具を使用
して、環状配列で組織をステープル留めし、ステープルの環状配列の内側にある余分な組
織を切断し、管腔部分どうしの間で実質的に滑らかな移行を実現できる。
【００３６】
　外科用円形ステープル留め器具（１０）を少なくとも部分的に電動化することが望まし
いことがあるが、外科用円形ステープル留め器具（１０）の全部分を電動化することが必
ずしも望ましくはないことがある。例えば、ノブ（９８）又は同様の機構を手動で調節す
ることを維持して、アンビル（４０）とステープル留めヘッド組立体（２０）との間の距
離ｄを制御することが望ましいことがある。他の機構が電動化されていても、外科用円形
ステープル留め器具（１０）の他の適切な部分に同じく手動の作動を利用してよく、これ
は本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００３７】
　電動外科用円形ステープル留め器具（２００）の１つの単なる例示的な変形例を図７に
示している。本実施例の器具（２００）は、閉鎖システム及び発射システムを備える。本
実施例の閉鎖システムは回転ノブ（２９８）を備え、この回転ノブは、アンビル（２４０
）を駆動するように動作可能である。本実施例の閉鎖システム及びノブ（２９８）は、上
述した器具（１０）の閉鎖システム及びノブ（９８）と実質的に同様に機能する。特に、
ノブ（２９８）を回転させて、トローカルアクチュエータ（２３９）を長手方向に作動さ
せ、アンビル（２４０）の近位面とステープル留めヘッド組立体（２１８）の遠位面との
間の間隙距離を拡大又は縮小させることができる。
【００３８】
　本実施例の発射システムは、以下で考察する相違点を除いて、上述した器具（１０）の
発射システムと実質的に同様に機能する。特に、本実施例の発射システムを使用して、ス
テープルドライバ及びナイフ（図示せず）を作動させることができる。本実施例の発射シ
ステムは、モータ（２１０）、従動子インターフェース機構（２８４）、ドライバアクチ
ュエータ（２６４）、ステープルドライバ（例えば上述したステープルドライバ（２４）
など）、及びナイフ（例えば上述したナイフ（３６）など）を備える。本実施例のドライ
バアクチュエータ（２６４）は、上で考察した器具（１０）のドライバアクチュエータ（
６４）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、モータ（２１０）の作動
によりドライバアクチュエータ（２６４）が長手方向に並進移動すると、ドライバアクチ
ュエータが今度はステープルドライバ及びナイフを長手方向に作動させるように、ドライ
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バアクチュエータ（２６４）の遠位端はステープルドライバ及びナイフに連結される。本
実施例のモータ（２１０）は電池パック（２１２）を介して給電されるが、モータ（２１
０）は、外部電源（例えば壁のコンセントなど）などの任意の他の適切な電源で給電され
てもよいことを理解すべきである。以下により詳細に考察するように、モータ（２１０）
は、ステープル留めヘッド組立体（２１８）を作動させるように動作可能である。本実施
例では、モータ（２１０）は、ドライバアクチュエータ（２６４）によって規定される長
手軸と平行な軸沿いに向けられている。ただし、モータ（２１０）は、その代わりに、ド
ライバアクチュエータ（２６４）によって規定される長手軸に対して斜めを向いていても
よいことを理解すべきである。単なる一例として、単に説明のために斜めのモータの向き
を、図２２及び２３を参照して以下により詳細に説明する。
【００３９】
　ステープル留めヘッド組立体（２１８）は、ステープルドライバ、複数のステープル、
及びナイフを備え、ナイフは、ステープルドライバが長手方向に作動したときに組織を切
断するように構成されている。本実施例のステープル留めヘッド組立体（２１８）は、以
下で考察する相違点を除いて、上述したステープル留めヘッド組立体（２０）と実質的に
同様に機能する。特に、本実施例のステープル留めヘッド組立体（２１８）を使用して、
ステープルを環状配列で組織の中に打ち込み、ナイフを駆動してステープルの環状配列の
内側にある余分な組織を切断し、ステープルドライバの作動に反応して管腔部分どうしの
間で実質的に滑らかな移行を実現できる。ドライバアクチュエータ（２６４）の近位端は
、アクチュエータハンドル組立体（２７０）の従動子インターフェース機構（２８４）に
連結される。ドライバアクチュエータ（２６４）の遠位端は、従動子インターフェース機
構（２８４）が長手方向に並進移動するとステープルドライバ及びナイフが作動するよう
に、ステープルドライバ及びナイフに連結される。以下により詳細に考察するように、モ
ータ（２１０）は、ドライブ組立体を介して従動子インターフェース機構（２８４）を長
手方向に並進移動させるように動作可能である。そのため、モータ（２１０）が作動する
と、従動子インターフェース機構（２８４）は、ドライバアクチュエータ（２６４）を介
してステープルドライバ及びナイフを作動させて、実質的に同時に、組織を切断しステー
プルを遠位側に組織の中に打ち込む。
【００４０】
　図７に示したように、モータ（２１０）は、術者の入力部（２０２）と通信状態にある
。術者の入力部（２０２）には、手動で作動するトリガ（例えばトリガ（７４）などと同
様のもの）及び／又はモータ（２１０）を稼働させるための動作可能な何らかの他の入力
部を挙げることができる。例えば、術者の入力部（２０２）には、電気でモータ（２１０
）を作動させるボタン、トリガ、レバー、スライダ、タッチパッドなどを挙げることがで
きる。これに加えて、又はその代わりに、術者の入力部（２０２）には、術者による操作
でモータ（２１０）を稼働させる電気駆動式又はソフトウェア駆動式のアクチュエータを
挙げることができる。変形例によっては、術者の入力部（２０２）には、モータ（２１０
）と通信状態にある足で操作するペダルを挙げることができる。本明細書の教示を考慮す
ることで、術者の入力部（２０２）が取り得るその他の好適な形態が当業者に明らかにな
るであろう。
【００４１】
　本明細書の教示を考慮することで当業者に明らかになるであろうが、術者の入力部（２
０２）は、外科用円形ステープル留め器具（１０）上に、又は外科用円形ステープル留め
器具に対して任意の適切な位置に設置されてよいこともまた理解されるであろう。例えば
、術者の入力部（２０２）は、図１に見られるように、アクチュエータハンドル組立体（
７０）の任意の部分に配置されてよい。これに代えて、術者の入力部（２０２）はまた、
外科用円形ステープル留め器具（１０）から離れているどこかに配置されてもよく、これ
は、術者の入力部（２０２）を別のコンソール又はコンピュータ上に設置することを含ん
でよい。術者の入力部（２０２）はまた、外科用円形ステープル留め器具（１０）と無線
通信状態にあるコンソール又はデバイス上に設置されることも可能である。術者の入力部
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（２０２）に対するその他の好適な設置は、本明細書の教示を考慮することで当業者には
明らかになるであろう。
【００４２】
　Ａ．並進移動するカム従動子を有する第１の例示的なモータ及びドライブ組立体
　図８に示したように、モータ（２１０）は、ドライバアクチュエータ（２６４）の近位
部分に平行にアクチュエータハンドル組立体（２７０）の中に配設される。マルチカム組
立体（２２０）がモータ（２１０）の遠位端に連結される。モータ（２１０）は、モータ
（２１０）によって規定される長手軸（ＬＡ１）の周りでマルチカム組立体（２２０）を
回転させるように動作可能である。図９Ａ～１０Ｃで最もよくわかるように、マルチカム
組立体（２２０）は、シャフト（２２２）と、長手軸（ＬＡ１）沿いの異なる長手位置で
中心からずれてシャフト（２２２）に取り付けられた一対のカム（２３０、２４０）とを
備える。本実施例では、ハンドル組立体（２７０）のハウジングは、シャフト（２２２）
及び残りのマルチカム組立体（２２０）に対する簡易な支持体となる。このようにする代
わりに、シャフト（２２２）及び残りのマルチカム組立体（２２０）は、任意の他の適切
な形で、かつ／又は任意の他の適切な（１つ又は複数の）構成要素から支持体を受け入れ
てもよい。
【００４３】
　図１０Ａ～１０Ｃに示したように、第１のカム（２３０）の外面は、第１の部分（２３
２）及び第２の部分（２３４）を備える。第１の部分（２３２）及び第２の部分（２３４
）は、第１のカム（２３０）の径方向に対向する側に配設される。第１の部分（２３２）
は、第１のカム（２３０）の一部分であり、長手軸（ＬＡ１）からの径方向距離が、長手
軸（ＬＡ１）から第２の部分（２３４）までの径方向距離よりも長い。第１のカム（２３
０）は、第１の部分（２３２）と第２の部分（２３４）との間に配設された中間部分（２
３３、２３５）を更に備える。中間部分（２３３、２３５）は、第１の部分（２３２）と
第２の部分（２３４）との間で第１のカム（２３０）の径方向に対向する側に沿って実質
的に滑らかな移行を実現するような輪郭になっている。そのため、第１のカム（２３０）
の外面沿いの特定の点では、第１のカム（２３０）が一回転するにつれて、第１のカム（
２３０）から長手軸（ＬＡ１）までの径方向距離は、第１の部分（２３２）で示した長い
方の径方向距離から、中間部分（２３３）を介して第２の部分（２３４）で示した短い方
の径方向距離に変化し、中間部分（２３５）を介して第１の部分（２３２）で示した長い
方の径方向距離に戻る。
【００４４】
　同じく図１０Ａ～１０Ｃに示したように、第２のカム（２４０）の外面は、第１の部分
（２４２）及び第２の部分（２４４）を備える。第１の部分（２４２）及び第２の部分（
２４４）は、第２のカム（２４０）の径方向に対向する側に配設される。第１の部分（２
４２）は、第２のカム（２４０）の一部分であり、長手軸（ＬＡ１）からの径方向距離が
、長手軸（ＬＡ１）から第２の部分（２４４）までの径方向距離よりも長い。第２のカム
（２４０）は、第１の部分（２４２）及び第２の部分（２４４）との間に配設された中間
部分（２４３、２４５）を更に備える。中間部分（２４３、２４５）は、第１の部分（２
４２）と第２の部分（２４４）との間で第２のカム（２４０）の径方向に対向する側に沿
って実質的に滑らかな移行を実現するような輪郭になっている。そのため、第２のカム（
２４０）の外面沿いの特定の点では、第２のカム（２４０）が一回転するにつれて、第２
のカム（２４０）から長手軸（ＬＡ１）までの径方向距離は、第１の部分（２４２）で示
される長い方の径方向距離から、中間部分（２４３）を介して第２の部分（２４４）で示
した短い方の径方向距離に変化し、中間部分（２４５）を介して第１の部分（２４２）で
示した長い方の径方向距離に戻る。
【００４５】
　第１のカム（２３０）及び第２のカム（２４０）は、第１のカム（２３０）の第１の部
分（２３２）及び第２のカム（２４０）の第１の部分（２４２）がシャフト（２２２）の
周りで異なる角度位置になるように向けられている。更に、第１のカム（２３０）及び第
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２のカム（２４０）は、第１のカム（２３０）の第２の部分（２３４）及び第２のカム（
２４０）の第２の部分（２４４）がシャフト（２２２）の周りで異なる角度位置になるよ
うに向けられている。図９Ａ～９Ｃに最もよく示したように、第１のカム（２３０）の第
１の部分（２３２）の径方向距離は、第２のカム（２４０）の第１の部分（２４２）の径
方向距離よりも長い。第１のカム（２３０）の第２の部分（２３４）の径方向距離は、第
２のカム（２４０）の第２の部分（２４４）の径方向距離よりも長い。
【００４６】
　図９Ａ～９Ｃに示したように、従動子インターフェース機構（２８４）は、回動するカ
ム従動子（２９０）に連結される。ハンドル組立体は回動ピン（２７２）を備え、カム従
動子（２９０）は、カム従動子（２９０）が回動ピン（２７２）の周りを自由回転するよ
うに回動ピンに対して回転式に連結される。カム従動子（２９０）の第１のアーム（２９
２）は、シャフト（２２２）及び長手軸（ＬＡ１）から直接垂直に出ている第１のカム（
２３０）の頂点で第１のカム（２３０）と接触している。カム従動子（２９０）の第２の
アーム（２９４）は、シャフト（２２２）及び長手軸（ＬＡ１）から直接垂直に出ている
第２のカム（２４０）の頂点で第２のカム（２４０）と接触している。カム従動子（２９
０）の第３のアーム（２９６）は、スロット（２９５）を有する。従動子インターフェー
ス機構（２８４）は、従動子インターフェース機構（２８４）から横断方向に延びるピン
（２８９）を備える。ピン（２８９）は、スロット（２９５）の中で摺動式かつ回転式に
配設され、それによってカム従動子（２９０）が従動子インターフェース機構（２８４）
と連結するようになり、更に、カム従動子（２９０）が回動ピン（２７２）の周りを回転
する際に従動子インターフェース機構（２８４）が長手方向に並進移動するようになる。
図８に示したように、アクチュエータハンドル組立体（２７０）の内部でドライバアクチ
ュエータ（２６４）の周りに配設されたバネ（２７４）が、従動子インターフェース機構
（２８４）を長手方向近位側に付勢する。
【００４７】
　図９Ａ及び１０Ａに示したように、マルチカム組立体（２２０）が第１の回転位置にあ
る状態では、第１のカム（２３０）の第２の部分（２３４）は長手軸（ＬＡ１）よりも上
に位置する。この第１の回転位置では、カム従動子（２９０）の第１のアーム（２９２）
は、第１のカム（２３０）の第２の部分（２３４）と接触している。第２のカム（２４０
）の第２の部分（２４４）は、長手軸（ＬＡ１）に向かって位置している。しかし、カム
従動子（２９０）の第２のアーム（２９４）は、第２のカム（２４０）の外面と接触して
いない。マルチカム組立体（２２０）がこの第１の回転位置にある状態では、従動子イン
ターフェース機構（２８４）は近位側の長手位置にある。
【００４８】
　図９Ｂ及び１０Ｂに示したように、マルチカム組立体（２２０）は、第２の回転位置へ
およそ１３５°回転している。この第２の回転位置では、第１のカム（２３０）は、第１
のカム（２３０）の第１の部分（２３２）が長手軸（ＬＡ１）よりも上に位置しているよ
うに、かつカム従動子（２９０）の第１のアーム（２９２）がそのときに第１のカム（２
３０）の第１の部分（２３２）と接触しているように、回転している。第１のカム（２３
０）が第１の回転位置から第２の回転位置まで回転すると、カム従動子（２９０）の第１
のアーム（２９２）は、第２の部分（２３４）で示した短い方の径方向距離から第１の部
分（２３２）で示した長い方の径方向距離まで中間部分（２３３）を介して駆動され、そ
れによってカム従動子（２９０）を回動ピン（２７２）の周りで回転させることを理解す
べきである。更に、カム従動子（２９０）が回動ピン（２７２）の周りを回転すると、第
３のアーム（２９６）も回転し、従動子インターフェース機構（２８４）は、第３のアー
ム（２９６）が回転することによってバネ（２７４）の近位側での付勢を受けて第１の長
手距離（ＬＤ１）だけ長手方向遠位側に駆動される。また、この第２の回転位置では、第
２のカム（２４０）は、第２のカム（２４０）の中間部分（２４３）が第２のカム（２４
０）の頂点に位置し、かつカム従動子（２９０）の第２のアーム（２９４）がそのときに
第２のカム（２４０）の中間部分（２４３）と第２の回転位置で接触しているように回転
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している。
【００４９】
　図９Ｃ及び１０Ｃに示したように、マルチカム組立体（２２０）は、第３の回転位置へ
およそ４５°更に回転している。この第３の回転位置では、第２のカム（２４０）は、第
２のカム（２４０）の第１の部分（２４２）が長手軸（ＬＡ１）よりも上に位置し、かつ
カム従動子（２９０）の第２のアーム（２９４）がそのときに第２のカム（２４０）の第
１の部分（２４２）と接触しているように回転している。したがって、第２のカム（２４
０）が第１の回転位置から第２の回転位置まで回転し、その後第３の回転位置まで回転す
ると、カム従動子（２９０）の第２のアーム（２９４）は、第１のアーム（２９２）と第
１のカム（２３０）の第２の部分（２３４）との接触によって生じた短い方の径方向距離
から、第２のカム（２４０）の第１の部分（２４２）で示した長い方の径方向距離まで中
間部分（２４３）を介して駆動され、そのようにしてカム従動子（２９０）を回動ピン（
２７２）の周りで更に回転させることを理解すべきである。カム従動子（２９０）が回動
ピン（２７２）の周りを更に回転すると、第３のアーム（２９６）も更に回転し、従動子
インターフェース機構（２８４）は、バネ（２７４）の近位側での付勢を受けて第２の長
手距離（ＬＤ２）だけ長手方向遠位側に駆動されて遠位側の長手位置に来る。また、この
第３の回転位置では、第１のカム（２３０）は、第１のカム（２３０）の中間部分（２３
５）が長手軸（ＬＡ１）よりも上に位置し、かつカム従動子（２９０）の第１のアーム（
２９２）が第１のカム（２３０）と接触しなくなるように回転している。
【００５０】
　マルチカム組立体（２２０）が更に回転すると、マルチカム組立体（２２０）が移行し
、マルチカム組立体（２２０）が３６０°完全に回転した後に第１の回転位置に戻り、そ
れによって従動子インターフェース機構（２８４）を駆動させて近位側の長手位置に戻す
ことが可能になる。そのように近位側へ移動させるために回転したカム（２３０、２４０
）が隙間を作るため、従動子インターフェース機構（２８４）をバネ（２７４）によって
近位側に駆動できる。従動子インターフェース機構（２８４）が近位側へ移動することで
、カム従動子（２９０）はマルチカム組立体（２２０）と接触したままになることを理解
すべきである。従動子インターフェース機構（２８４）が近位側の長手位置から遠位側の
長手位置へ並進移動し、近位側の長手位置へ戻ることで、ステープルドライバはドライバ
アクチュエータ（２６４）を介して近位位置から遠位位置へ駆動され、再び元に戻る。ド
ライバアクチュエータ（２６４）の遠位側への動きで、ステープルが吻合部位で展開し、
吻合内の余分な組織を切断し、それに続くドライバアクチュエータの近位側への動きで、
ステープル留めヘッド組立体（２１８）及びアンビル（２４０）を吻合部位から取り除く
ことが容易になる。
【００５１】
　長手距離（ＬＤ１、ＬＤ２）は、カム（２３０、２４０）の部分（２３２、２３４、２
４２、２４４）及び／又はアーム（２９２、２９４、２９６）で表される径方向距離を操
作することによって操作されてよいことを理解すべきである。例えば、本実施例では、第
１の長手距離（ＬＤ１）は、第２の長手距離（ＬＤ２）よりも長い。長手距離（ＬＤ１、
ＬＤ２）が異なることで、ドライバアクチュエータ（２６４）に機械効率を加えることが
でき、この効率は、ドライバアクチュエータ（２６４）の遠位側可動範囲全体にわたって
変化する。この変化する機械効率により、以下により詳細に説明するように、ワッシャの
破壊を容易にでき、かつ／又は、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとな
るように、他の結果を提供できる。
【００５２】
　中間部分（２３３、２４３）と中間部分（２３４、２４５）とは、異なる輪郭を有して
いてよい。これらの異なる輪郭は、第１の部分（２３２、２４２）から第２の部分（２３
４、２４４）まで、及びこの逆で示される、カム（２３０、２４０）の外面から長手軸（
ＬＡ１）までの径方向距離の変化率が異なることを示すことができる。特に、中間部分（
２３３、２４３）は、第２の部分（２３４、２４４）で示される径方向距離から第１の部
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分（２３２、２４２）で示される径方向距離までの変化率がより緩やかであるのに対し、
中間部分（２３５、２４５）は、第１の部分（２３２、２４２）で示される径方向距離か
ら第２の部分（２３４、２４４）で示される径方向距離までの変化率又はこの逆の変化率
がより急峻であってよく、これはカム（２３０、２４０）がどちらの方向に回転するかに
よる。このような異なる変化率は、カム従動子（２９０）を介して従動子インターフェー
ス機構（２８４）、ドライバアクチュエータ（２６４）、及びステープルドライバに伝達
され、それによって従動子インターフェース機構（２８４）、ドライバアクチュエータ（
２６４）、及びステープルドライバが長手方向に並進移動する速度が異なってくる。例え
ば、中間部分（２３３、２４３）は、ドライバアクチュエータ（２６４）の遠位側への前
進を比較的遅い速度で提供でき、中間部分（２３５、２４５）は、ドライバアクチュエー
タ（２６４）の近位側への後退を比較的速い速度で提供する。当然ながら、これらの速度
は、任意の適切な方法で更に変化してよい。
【００５３】
　器具（２００）の変形例によっては、アンビル（２４０）は破壊可能なワッシャを内包
し、このワッシャは、ナイフが遠位側可動範囲全体を完了したときにナイフで破壊される
。場合によっては、ワッシャはこのようにして、ナイフがアンビル（２４０）に向かって
完全に前進を終えたことに反応してワッシャが破壊したときに、アクチュエータハンドル
組立体（２７０）を通して音又は感触によるフィードバックを提供するが、このような音
／感触によるフィードバックは必須ではない。ワッシャが存在することで、ドライバアク
チュエータ（２６４）を遠位側に前進させるのに必要な力が突然増大し得ることを理解す
べきである。図２４は、ドライバアクチュエータ（２６４）の遠位側移動範囲にわたりド
ライバアクチュエータ（２６４）が受ける例示的な力特性を示している。第１の遠位側可
動範囲（１２００）では、ドライバアクチュエータ（２６４）は、ナイフが組織を通って
いくにつれ、徐々に大きくなる負荷又は抵抗力を受ける。第２の遠位側可動範囲（１２１
０）では、ドライバアクチュエータ（２６４）は、ナイフがワッシャを貫通するときに、
負荷又は抵抗力のスパイクを受ける。第３の遠位側可動範囲（１２２０）では、ドライバ
アクチュエータ（２６４）はまず、ワッシャが破れた後に負荷又は抵抗力の突然の減力を
受け、その後、ステープル留めヘッド組立体（２１８）がステープルをアンビル（２４０
）の中に打ち込んだときに負荷又は抵抗力が引き続き増大するのを受け、それによってス
テープルをその最終の高さで形成する。上記を考慮することで、図９Ａに示した位置から
図９Ｃに示した位置への移行中に、カム（２３０、２４０）の部分（２３２、２３４、２
４２、２４４）及び／又はアーム（２９２、２９４、２９６）で表される径方向距離は、
ドライバアクチュエータ（２６４）がその遠位側移動の終端に達したときに大きな機械効
率を提供でき、それによってワッシャを破壊してステープルを形成するためのより大きな
力を提供することを更に理解すべきである。例えば、ナイフは、ナイフが第２の長手距離
（ＬＤ２）を移動したときにワッシャに出合うことがあり、第２の長手距離（ＬＤ２）を
移動する間に提供される機械効率は、ステープルを形成するワッシャによって提供される
大きな機械的抵抗を計算に入れるために、第１の長手距離（ＬＤ１）を移動する間に提供
される機械効率よりも大きくてよい。当然ながら、変形例によっては、破壊可能なワッシ
ャは、変形例によっては全体的に省略してもよい。
【００５４】
　Ｂ．並進移動するカム従動子を有する第２の例示的なモータ及びドライブ組立体
　上で考察した器具（２００）の変形例として、器具（２００）に、ドライバアクチュエ
ータ（２６４）と同軸に並んだモータを設けることができる。このような構成を図１１Ａ
及び１１Ｂに描いており、この図は、ステープルドライバ及びナイフを作動させるために
器具（２００）に組み入れることができる例示的な代替の構成要素を示している。特に、
図１１Ａ及び１１Ｂは、以下で考察する相違点を除いて、上で考察したモータ（２１０）
及びバレルカム（２２０）と実質的に同様に動作するように構成された例示的な代替モー
タ（３１０）及びバレルカム（３２０）を示している。モータ（３１０）、バレルカム（
３２０）、及びバネ（図示せず）は、ドライバアクチュエータ（３６４）及びカム従動子
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（３８４）の並進移動を介してバレルカム（３２０）が一回転することによって、ステー
プル留めヘッド組立体（図示せず）を遠位側及び近位側に駆動するように構成されている
。カム従動子（３８４）は、ドライバアクチュエータ（３６４）に連結される。本実施例
のドライバアクチュエータ（３６４）は、上で考察した器具（１０）のドライバアクチュ
エータ（６４）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、ドライバアクチ
ュエータ（３６４）の遠位端は、モータ（３１０）がドライバアクチュエータ（３６４）
を長手方向に並進移動させたときにドライバアクチュエータ（３６４）がステープル留め
ヘッド組立体を作動させるように、ステープル留めヘッド組立体に連結される。
【００５５】
　図１１Ａ及び１１Ｂに示したように、モータ（３１０）は、モータ（３１０）がドライ
バアクチュエータ（３６４）と同軸に並ぶようにアクチュエータハンドル組立体（図示せ
ず）の中に配設されている。他の変形例によっては、モータ（３１０）は、ドライバアク
チュエータ（３６４）によって規定される長手軸に対して斜めに向けられている。単なる
一例として、単に説明のために斜めのモータの向きを、図２２及び２３を参照して以下に
より詳細に説明する。本実施例では、バレルカム（３２０）は、シャフト（３１２）を介
してモータ（３１０）の遠位端に連結される。モータ（３１０）は、モータ（３１０）に
よって規定される長手軸（ＬＡ２）の周りでバレルカム（３２０）を回転させるように動
作可能である。図１１Ａに示したように、バレルカム（３２０）は、傾斜した遠位側のカ
ム面（３２２）を備える。傾斜カム面（３２２）は、遠位部分（３２４）及び近位部分（
３２６）を備える。遠位部分（３２４）及び近位部分（３２６）は、バレルカム（３２０
）の径方向に対向する側に配設される。遠位部分（３２４）は傾斜カム面（３２２）の一
部分であり、長手軸（ＬＡ２）に対する長手位置が近位部分（３２６）の長手位置よりも
遠位側にあり、それによって遠位部分（３２４）と近位部分（３２６）との間の長手距離
（ＬＤ３）を規定する。傾斜カム面（３２２）は、遠位部分（３２４）と近位部分（３２
６）との間に配設された中間部分（３２５、３２７）を更に備える。中間部分（３２５、
３２７）は、遠位部分（３２４）と近位部分（３２６）との間でバレルカム（３２０）の
対向する側に沿って実質的に滑らかな移行を実現するような輪郭になっている。そのため
、傾斜カム面（３２２）沿いの特定の点では、バレルカム（３２０）が一回転するにつれ
て、傾斜カム面（３２２）の長手位置は、近位部分（３２６）で示される近位位置から遠
位部分（３２４）で示される遠位位置まで変化し、再び元に戻る。
【００５６】
　図１１Ａ及び１１Ｂに示したように、カム従動子（３８４）は、カム従動子（３８４）
から近位側に延びる接触突起部（３８６）を備える。接触突起部（３８６）は、接触突起
部（３８６）が長手方向に並進移動することによりカム従動子（３８４）が長手方向に並
進移動するように、カム従動子（３８４）に固定される。接触突起部（３８６）の近位端
は、傾斜カム面（３２２）に接触している。接触突起部（３８６）は、バレルカム（３２
０）が回転すると傾斜カム面（３２２）と接触したままになるように構成されている。例
えば、接触突起部（３８６）が傾斜カム面（３２２）と接触したままになるようにカム従
動子（３８４）を近位側に付勢するために、アクチュエータハンドル組立体の中でドライ
バアクチュエータ（３６４）の周りにバネ（図示せず）を同軸に配置してよい。そのため
、バレルカム（３２０）が一回転するにつれ、カム従動子（３８４）の長手位置は、接触
突起部（３８６）の近位端と傾斜カム面（３２２）の近位部分（３２６）との接触によっ
て生じた近位位置から、接触突起部（３８６）の近位端と傾斜カム面（３２２）の遠位部
分（３２４）との接触によって生じた遠位位置まで並進移動し、バネの弾力のある付勢に
よって生じた近位位置に再び戻る。
【００５７】
　図１１Ａは、接触突起部（３８６）が近位側の長手位置にあって、バレルカム（３２０
）の傾斜カム面（３２２）の近位部分（３２６）と接触している構成を示している。この
位置では、カム従動子（３８４）は近位位置にあるため、ステープルドライバは近位位置
のままである。図１１Ｂに示したように、モータ（３１０）がバレルカム（３２０）を１
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８０°回転させると、接触突起部（３８６）は、バネの近位側への付勢により傾斜カム面
（３２２）と接触したままになる。この回転中に、接触突起部（３８６）は、中間部分（
３２５）を介して近位部分（３２６）から遠位部分（３２４）に移行し、それによってカ
ム従動子（３８４）は、バネの近位側への付勢に対抗して、長手距離（ＬＤ３）の距離に
わたって遠位側の長手位置まで遠位側に駆動される。モータ（３１０）が更にバレルカム
（３２０）を３６０°完全に回転させると、接触突起部（３８６）は、バネの近位側への
付勢により傾斜カム面（３２２）と接触したままになる。この回転中に、接触突起部（３
８６）は、中間部分（３２７）を介して遠位部分（３２４）から近位部分（３２６）に移
行し、それによってバネは、カム従動子（３８４）を長手距離（ＬＤ３）の距離にわたっ
て近位側に駆動して近位側の長手位置に持ってくる。カム従動子（３８４）が近位側の長
手位置から遠位側の長手位置へ並進移動し、近位側の長手位置へ戻ることで、ステープル
ドライバはドライバアクチュエータ（３６４）を介して近位位置から遠位位置へ駆動され
、再び元に戻る。
【００５８】
　変形例によっては、バレルカム（４２０）によって角度の付いた移動範囲にわたって、
長手距離（ＬＤ３）に沿ってカム従動子（３８４）に与えられる機械効率が変化すること
が望ましいことがある。バレルカム（４２０）の１つの単なる例示的な変形例を図１２に
示している。バレルカム（４２０）は、モータ（４１０）によって駆動される。バレルカ
ム（４２０）は、バレルカム（３２０）と実質的に同様に動作するように構成された可変
的な傾斜面（４２２）を備える。特に、バレルカム（４２０）及びバネ（図示せず）は、
ドライバアクチュエータ（４６４）及びカム従動子（４８４）の並進移動を介してバレル
カム（４２０）が一回転することによって、ステープルドライバ（図示せず）を遠位側及
び近位側に駆動するように構成されている。可変的な傾斜面（４２２）は、異なる傾斜及
び輪郭を有する一連の弓形の傾斜を備え、これは、カム従動子（４８４）に与えられた一
連の変化する効率を表している。カム従動子（４８４）は、接触突起部（４８６）を備え
る。接触突起部（４８６）は、接触突起部（４８６）が長手方向に並進移動することによ
りカム従動子（４８４）が長手方向に並進移動するように、カム従動子（４８４）に固定
される。
【００５９】
　接触突起部（４８６）の近位端は、可変的な傾斜面（４２２）に接触している。接触突
起部（４８６）は、バネがカム従動子（４８４）に近位側への付勢をかけることによって
可変的なバレルカム（４２０）が回転すると、傾斜面（４２２）と接触したままになるよ
うに構成されている。そのため、バレルカム（４２０）が完全に一回転すると、カム従動
子（４８４）は、近位位置から遠位位置へ速度を順に変えながら並進移動することによっ
て、変化する機械効率を与えながら長手方向に駆動され、近位位置に戻る。このようにカ
ム従動子（４８４）が近位側の長手位置から遠位側の長手位置へ変化しながら長手方向に
並進移動し、近位側の長手位置に戻ることで、ステープルドライバはドライバアクチュエ
ータ（４６４）を介して近位位置から遠位位置へ駆動され、再び元に戻る。本実施例では
、モータ（４１０）は、ドライバアクチュエータ（４６４）によって規定される長手軸と
平行な軸沿いに向けられている。ただし、モータ（２１０）は、その代わりに、ドライバ
アクチュエータ（２６４）によって規定される長手軸に対して斜めを向いていてもよいこ
とを理解すべきである。単なる一例として、単に説明のために斜めのモータの向きを、図
２２及び２３を参照して以下により詳細に説明する。
【００６０】
　器具（４００）のいくつかの変形例は、破壊可能なワッシャを内包し、図２４を参照し
て上で考察したように、このワッシャはナイフが遠位側可動範囲全体を完了したときにナ
イフで破壊される。可変的な傾斜面（４２２）の弓形の傾斜は、ナイフがその遠位側移動
の末端に達したときに大きな機械効率を提供でき、それによってワッシャを破壊するため
のより大きな力を提供することが更に理解されるであろう。ただしここでも、破壊可能な
ワッシャは、変形例によっては全体的に省略してもよい。
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【００６１】
　ＩＩＩ．回動するカム従動子を有する例示的な電動外科ステープル留め器具
　図１３は、例示的な代替の外科用円形ステープル留め器具（５００）を示し、図１４及
び１５は、器具（５００）のカム（５２０）をより詳細に示している。器具（５００）は
、以下で考察する相違点を除いて、上で考察した器具（２００）と実質的に同様に動作す
るように構成されている。特に、器具（５００）を使用して、環状配列で組織をステープ
ル留めし、ステープルの環状配列の内側にある余分な組織を切断し、吻合した組織の管腔
部分どうしの間で実質的に滑らかな移行を実現できる。器具（５００）は、ドライバアク
チュエータ（５６４）の近位部分に平行なアクチュエータハンドル組立体（５７０）の中
に配設されたモータ（５１０）を備える。図１４で最もよくわかるように、カム（５２０
）は、シャフト（５１２）を介してモータ（５１０）の遠位端に連結される。モータ（５
１０）の作動は、モータ（５１０）によって規定される長手軸（ＬＡ３）の周りでカム（
５２０）を回転させるように構成されている。本実施例では、モータ（５１０）は、ドラ
イバアクチュエータ（５６４）によって規定される長手軸と平行な軸沿いに向けられてい
る。ただし、モータ（５１０）は、その代わりに、ドライバアクチュエータ（５６４）に
よって規定される長手軸に対して斜めを向いていてもよいことを理解すべきである。単な
る一例として、単に説明のために斜めのモータの向きを、図２２及び２３を参照して以下
により詳細に説明する。
【００６２】
　図１４及び１５で最もよくわかるように、カム（５２０）の外面は、第１の部分（５２
４）及び第２の部分（５２６）を備える。第１の部分（５２４）及び第２の部分（５２６
）は、カム（５２０）の径方向に対向する側に配設される。第１の部分（５２４）は、カ
ム（５２０）の一部であり、長手軸（ＬＡ３）からの径方向距離が、長手軸（ＬＡ３）か
ら第２の部分（５２６）までの径方向距離よりも長い。カム（５２０）は、第１の部分（
５２４）と第２の部分（５２６）との間に配設された中間部分（５２５、５２７）を更に
備える。中間部分（５２５、５２７）は、第１の部分（５２４）と第２の部分（５２６）
との間でカム（５２０）の対向する側に沿って実質的に滑らかな移行を実現するような輪
郭になっている。そのため、カム（５２０）の外面沿いの特定の点では、カム（５２０）
が一回転するにつれて、カム（５２０）の外面から長手軸（ＬＡ３）までの径方向距離が
、第２の部分（５２６）で示された短い方の径方向距離から、中間部分（５２７）を介し
て第１の部分（５２４）で示された長い方の径方向距離に変化し、中間部分（５２５）を
介して第２の部分（５２６）で示された短い方の径方向距離に戻ることを理解すべきであ
る。
【００６３】
　図１６Ａ及び１６Ｂに示したように、バネ（５７４）が、アクチュエータハンドル組立
体（５７０）の内部でドライバアクチュエータ（５６４）の周りに配設され、従動子イン
ターフェース機構（５８４）を長手方向近位側に付勢する。ハンドル組立体（５７０）は
回動ピン（５７２）を備え、カム従動子（５９０）は、カム従動子（５９０）が回動ピン
（５７２）の周りを自由回転するように回動ピンに対して回転式に連結される。カム従動
子（５９０）の第１のアーム（５９２）は、バネ（５７４）が従動子インターフェース機
構（５８４）に対してかける近位側への付勢によって、カム（５２０）の外面と接触して
いる。第１のアーム（５９２）の近位端は、カム（５２０）が回転するとカム（５２０）
の外面と接触したままになるように構成されている。そのため、カム（５２０）が一回転
するにつれ、第１のアーム（５９２）の近位端から長手軸（ＬＡ３）までの径方向距離は
、第２の部分（５２６）との接触によって生じた短い方の径方向距離から第１の部分（５
２４）との接触によって生じた長い方の径方向距離まで変化し、第２の部分（５２６）と
の接触によって生じた短い方の径方向距離に戻る。第１のアーム（５９２）の遠位端の径
方向距離がこのように変わることで、カム従動子（５９０）は、回動ピン（５７２）周り
に第１の位置（図１６Ａ）から第２の位置（図１６Ｂ）まで回転し、第１の位置（図１６
Ａ）に戻る。
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【００６４】
　従動子インターフェース機構（５８４）は、従動子インターフェース機構（５８４）か
ら横断方向に延びるピン（５８９）を備える。カム従動子（５９０）の第２のアーム（５
９４）に形成された開口（５９５）内に、ピン（５８９）が回転可能に配設され、それに
よってカム従動子（５９０）が従動子インターフェース機構（５８４）と連結するように
なり、更に、カム従動子（５９０）が回動ピン（５７２）の周りを回転したときに従動子
インターフェース機構（５８４）が長手方向に並進移動するようになる。したがって、カ
ム（５２０）が一回転するにつれ、カム従動子（５９０）は第１の位置から第２の位置へ
回転して第１の位置のへ戻り、それによって従動子インターフェース機構（５８４）は近
位側の長手位置から遠位側の長手位置へ並進移動し、バネ（５７４）からの近位側への付
勢によって近位側の長手位置に戻ることを理解すべきである。従動子インターフェース機
構（５８４）が近位側の長手位置から遠位側の長手位置へこのように長手方向に並進移動
し、近位側の長手位置へ戻ることで、ステープルドライバはドライバアクチュエータ（５
６４）を介して近位位置から遠位位置へ駆動され、再び元に戻る。
【００６５】
　図１６Ａに示したように、カム（５２０）が第１の回転位置にある状態では、カム（５
２０）の第２の部分（５２６）は長手軸（ＬＡ３）よりも上に位置する。カム（５２０）
がこの第１の回転位置にある状態では、カム従動子（５９０）の第１のアーム（５９２）
の近位端は、バネ（５７４）の近位側への付勢によってカム（５２０）の第２の部分（５
２６）と接触している。この段階では、カム従動子（５９０）は第１の位置にあり、従動
子インターフェース機構（５８４）は近位位置にあるため、ステープルドライバは近位位
置のままである。
【００６６】
　図１６Ｂに示したように、カム（５２０）は第２の回転位置へ１８０°回転している。
この第２の回転位置では、カム（５２０）は、カム（５２０）の第１の部分（５２４）が
長手軸（ＬＡ３）よりも上に位置しているように、かつカム従動子（５９０）の第１のア
ーム（５９２）の遠位端がそのときにカム（５２０）の第１の部分（５２４）と接触して
いるように、回転している。カム（５２０）が第１の回転位置から第２の回転位置まで回
転すると、カム従動子（５９０）の第１のアーム（５９２）は、第２の部分（５２６）で
示された短い方の径方向距離から中間部分（５２７）を介して第１の部分（５２４）で示
された長い方の径方向距離まで駆動され、それによってカム従動子（５９０）を回動ピン
（５７２）の周りで回転させる。カム従動子（５９０）が回動ピン（５７２）周りに回転
すると、第２のアーム（５９４）も回転し、従動子インターフェース機構（５８４）は、
第２のアーム（５９４）の回転によって長手方向遠位側に駆動されて遠位側の長手位置に
くる。
【００６７】
　カム（５２０）が更に回転すると（カム（５２０）が３６０°回転したように）カム（
５２０）は移行して第１の回転位置に戻り、それによって従動子インターフェース機構（
５８４）を、バネ（５７４）の近位側への付勢によって近位側に駆動して近位側の長手位
置に戻すことができる。上で考察したように、従動子インターフェース機構（５８４）が
近位側の長手位置から遠位側の長手位置へこのように長手方向に並進移動し、近位側の長
手位置へ戻ることで、ステープルドライバはドライバアクチュエータ（５６４）を介して
近位位置から遠位位置へ駆動され、再び元に戻る。
【００６８】
　図１５で最もよくわかるように、中間部分（５２５）及び中間部分（５２７）は、異な
る輪郭を有する。これらの異なる輪郭は、外側に面しているチャネル（５２２）のカム面
から、第１の部分（５２４）から第２の部分（５２６）まで、及びこの逆で示される長手
軸（ＬＡ３）までの径方向距離の変化率が異なる。特に、中間部分（５２５）は、第２の
部分（５２６）で示される径方向距離から第１の部分（５２４）で示される径方向距離ま
での変化率がより緩やかであるのに対し、中間部分（５２７）は、第１の部分（５２４）
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で示される径方向距離から第２の部分（５２６）で示される径方向距離までの変化率又は
この逆の変化率がより急峻であり、これはカム（５２０）がどちらの方向に回転するかに
よる。このような異なる変化率は、カム従動子（５９０）を介して従動子インターフェー
ス機構（５８４）、ドライバアクチュエータ（５６４）、及びステープルドライバに伝達
され、それによって変化する機械効率が与えられ、従動子インターフェース機構（５８４
）、ドライバアクチュエータ（５６４）、及びステープルドライバが長手方向に並進移動
する速度が異なってくることを理解すべきである。例えば、中間部分（５２５）は、ドラ
イバアクチュエータ（５６４）の遠位側への前進を比較的遅い速度で提供でき、中間部分
（５２７）は、ドライバアクチュエータ（５６４）の近位側への後退を比較的速い速度で
提供する。当然ながら、これらの速度は、任意の適切な方法で更に変化してよい。
【００６９】
　１．第１の例示的な低摩擦の回動部材
　カム（５２０）を回転させるのに必要な力を最小にすることが望ましいことがある。こ
のように力を低減することは、カム従動子（５９０）を回動ピン（５７２）周りに回転さ
せるのに必要な力を低減することで達成できる。低摩擦で回動するカム従動子（６９０）
の１つの単なる例示的な変形例を図１８に示している。カム従動子（６９０）は、上で考
察したカム従動子（５９０）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、カ
ム従動子（６９０）は、回動ピンの周りを回転するように構成され、それによって、カム
（５２０）がモータ（５１０）により回転することによって従動子インターフェース機構
（５８４）を長手方向に並進移動させる。カム従動子（６９０）は、カム従動子（５９０
）の第１のアーム（５９２）と実質的に同様に動作するように構成された第１のアーム（
６９２）を備える。特に、第１のアーム（６９２）の遠位端は、カム（５２０）が回転し
てドライバアクチュエータ（５６４）が長手方向に並進移動するとカム（５２０）と接触
するように構成されている。カム従動子（６９０）の第１のアーム（６９２）の遠位端は
、湾曲したエッジ（６９３）を有する。湾曲したエッジ（６９３）は、カム（５２０）が
回転するとカム（５２０）の外面と接触するように構成されている。図１７に示したよう
に、前実施例で見たカム従動子（５９０）の第１のアーム（５９２）の遠位端は、平坦な
エッジ（５９３）を有する。カム従動子（６９０）の湾曲したエッジ（６９３）は、カム
従動子（５９０）の平坦なエッジ（５９３）とカム（５２０）との間の摩擦と比較して、
カム従動子（６９０）とカム（５２０）との間の摩擦を低減し得ることを理解すべきであ
る。
【００７０】
　それに加えて、又はその代わりに、湾曲したエッジ（６９３）の湾曲した構成は、カム
（５２０）からカム従動子（６９０）へより効果的な力の移動を実現できる。カム（５２
０）が回転している間、回転しているカム（５２０）から平坦なエッジ（５９３）にかか
る横向きの力は、摩擦のために失われて熱に変換されることがあり、実際にカム従動子（
５９０）を回動させることはない。逆に、湾曲したエッジ（６９３）は、垂直力の垂直成
分を効率的に受け入れて、これをカム従動子（６９０）の回動運動に変換することによっ
て、そのような同じ横向きの力の一部をカム従動子（６９０）が回動する動きに変換する
ことが可能であってよい。したがって、湾曲したエッジ（６９３）は、カム（５２０）か
らカム従動子（６９０）への力の移動を、カム（５２０）のより大きな回転範囲に沿って
、より生産的かつ／又は効率的に実現できる。
【００７１】
　２．第２の例示的な低摩擦の回動部材
　図１９Ａ及び１９Ｂは、低摩擦で回動するカム従動子（７９０）の別の単なる例示的な
変形例を示している。カム従動子（７９０）は、以下で考察する相違点を除いて、上で考
察したカム従動子（５９０）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、図
１９Ｂに示したように、カム従動子（７９０）は、回動ピン（７７２）の周りを回転する
ように構成され、それによって、カム（７２０）がモータ（図示せず）により回転するこ
とによって従動子インターフェース機構（７８４）を長手方向に並進移動させる。従動子
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インターフェース機構（７８４）は、以下で考察する相違点を除いて、上で考察した従動
子インターフェース機構（５８４）と実質的に同様に動作するように構成されている。特
に、従動子インターフェース機構（７８４）が長手方向に並進移動することで、ステープ
ルドライバ及びナイフ（図示せず）が長手方向に並進移動する。
【００７２】
　カム従動子（７９０）は、以下で考察する相違点を除いてカム従動子（５９０）の第１
のアーム（５９２）と実質的に同様に動作するように構成された第１の部分（７９２）を
備える。特に、第１の部分（７９２）の近位端は、カム（７２０）の回転によってカム従
動子（７９０）が回転し、このカム従動子が今度は従動子インターフェース機構（７８４
）を長手方向に並進移動させるように、カム（７２０）の外面と関連付けられている。カ
ム従動子（７９０）の第１の部分（７９２）の近位端は、ソケット（７９３）を有する。
ソケット（７９３）内にはボールベアリング（７９４）が回転式に配置されている。ボー
ルベアリング（７９４）は、カム（７２０）が回転するとカム（７２０）の外面と接触す
るように構成されている。ボールベアリング（７９４）は、カム従動子（５９０）とカム
（５２０）との間の摩擦と比較して、カム従動子（７９０）とカム（７２０）との間の摩
擦を低減できることを理解すべきである。ボールベアリング（７９４）の湾曲した表面は
、カム（７２０）からカム従動子（７９０）への力の移動を、カム（７２０）のより大き
な回転範囲に沿って、より生産的かつ／又は効率的に実現できることを更に理解すべきで
ある。
【００７３】
　図１９Ａ及び１９Ｂにも示したように、本実施例の従動子インターフェース機構（７８
４）の近位端は、ホイール（７８６）を備える。ホイール（７８６）は、従動子インター
フェース機構（７８４）に対して自由に回転可能である。カム従動子（７９０）は、以下
で考察する相違点を除いてカム従動子（５９０）の第２のアーム（５９２）と実質的に同
様に動作するように構成された第２の部分（７９６）を備える。特に、カム従動子（７９
０）の回転は、第２の部分（７９２）を介して従動子インターフェース機構（７８４）を
長手方向に並進移動させるように構成されている。第２の部分（７９６）は、カム従動子
（７９０）が回転すると、第２の部分（７９６）がホイール（７８６）に沿って乗り、こ
れを回転すると同時に従動子インターフェース機構（７８４）を遠位側に駆動するように
、ホイール（７８６）と接触する。ホイール（７８６）は、カム従動子（５９０）と従動
子インターフェース機構（５８４）とのの摩擦と比較して、カム従動子（７９０）と従動
子インターフェース機構（７８４）との間の摩擦を低減できることを理解すべきである。
【００７４】
　本実施例はボールベアリング（７９４）とホイール（７８６）とを両方とも備えている
が、カム従動子（７９０）及び従動子インターフェース機構（７８４）がボールベアリン
グ（７９４）とホイール（７８６）とを両方備えている必要はない。例えば、変形例によ
っては、ボールベアリング（７９４）を備えているがホイール（７８６）がなくてもよい
。別の単なる説明的な例として、変形例によっては、ホイール（７８６）を備えているが
ボールベアリング（７９４）がなくてもよい。本明細書の教示を考慮することで、他の好
適な構成及び配置が当業者に明らかになるであろう。
【００７５】
　３．第３の例示的な低摩擦の回動部材
　低摩擦で回動するカム従動子（８９０）の更に別の単なる例示的な変形例を図２０Ａ及
び２０Ｂに示している。カム従動子（８９０）は、以下で考察する相違点を除いて、上で
考察したカム従動子（５９０）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、
図２０Ｂに示したように、カム従動子（８９０）は、回動ピン（８７２）の周りを回転す
るように構成され、それによって、カム（８２０）がモータ（図示せず）により回転する
ことによって従動子インターフェース機構（８８４）を長手方向に並進移動させる。従動
子インターフェース機構（８８４）は、以下で考察する相違点を除いて、上で考察した従
動子インターフェース機構（５８４）と実質的に同様に動作するように構成されている。
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特に、従動子インターフェース機構（８８４）が長手方向に並進移動することで、ステー
プルドライバ（図示せず）が長手方向に並進移動する。
【００７６】
　カム従動子（８９０）は、以下で考察する相違点を除いてカム従動子（５９０）の第１
のアーム（５９２）と実質的に同様に動作するように構成された第１の部分（８９２）を
備える。特に、第１の部分（８９２）の近位端は、カム（８２０）の回転によってカム従
動子（８９０）が回転し、このカム従動子が今度は従動子インターフェース機構（８８４
）を長手方向に並進移動させるように、カム（８２０）の外面と関連付けられている。本
実施例のカム従動子（８９０）の第１の部分（８９２）の近位端は、シャフト（８９４）
に堅固に連結される。シャフト（８９４）の近位端は、ボール（８９６）を備える。ボー
ル（８９６）は、ボール（８９６）がシリンダ（８９８）の中で自由回転するように、シ
リンダ（８９８）に形成されたソケットの中に回転式に固定される。シリンダ（８９８）
は、カム（８２０）が回転することでシリンダ（８９８）がボール（８９６）の周りを回
転するように、カム（８２０）が回転するとカム（８２０）の外面と接触するように配置
される。ボール（８９６）及びシリンダ（８９８）は、カム従動子（５９０）とカム（５
２０）との間の摩擦と比較して、カム従動子（８９０）とカム（８２０）との間の摩擦を
低減できることを理解すべきである。
【００７７】
　図２０Ａ及び２０Ｂに更に示したように、本実施例の従動子インターフェース機構（８
８４）の近位端は、ホイール（８８６）を備える。カム従動子（８９０）は、以下で考察
する相違点を除いてカム従動子（５９０）の第２のアーム（５９２）と実質的に同様に動
作するように構成された第２の部分（８９９）を備える。特に、カム従動子（８９０）の
回転は、第２の部分（８９９）を介して従動子インターフェース機構（８８４）を長手方
向に並進移動させるように構成されている。第２の部分（８９９）は、カム従動子（８９
０）が回転すると、第２の部分（８９９）がホイール（８８６）に沿って乗り、これを回
転すると同時に従動子インターフェース機構（８８４）を遠位側に駆動するように、ホイ
ール（８８６）と接触する。ホイール（８８６）は、カム従動子（５９０）と従動子イン
ターフェース機構（５８４）とのの摩擦と比較して、カム従動子（８９０）と従動子イン
ターフェース機構（８８４）との間の摩擦を低減できることを理解すべきである。
【００７８】
　本実施例は、ボール（８９６）、シリンダ（８９８）、及びホイール（８８６）を備え
ているが、カム従動子（８９０）及び従動子インターフェース機構（８８４）はボール（
８９６）、シリンダ（８９８）、及びホイール（８８６）をそれぞれ備えている必要はな
い。例えば、変形例によっては、ボール（８９６）及びシリンダ（８９８）を備えている
がホイール（８８６）がなくてもよい。別の単なる説明的な例として、変形例によっては
、ホイール（８８６）を備えているがボール（８９６）及びシリンダ（８９８）がなくて
もよい。本明細書の教示を考慮することで、他の好適な構成及び配置が当業者に明らかに
なるであろう。
【００７９】
　ＩＶ．２つのモータを有する例示的な電動の外科用円形ステープル留め器具
　上で考察した器具（２００）の変形例として、器具（２００）に複数のモータを設ける
ことができる。特に、ステープルドライバを作動させるための複数のモータを収容するよ
うにハンドル組立体（２７０）を再構成できる。単なる一例として、厚い又は粗い組織に
ステープルを打ち込み、かつ／又は切断するために、複数のモータがあることが望ましい
ことがある。器具（２００）をどのように再構成して複数のモータを組み入れるのかを示
すさまざまな例を以下により詳細に説明するが、本明細書の教示を考慮することで他の例
が当業者には明らかとなるであろう。以下に説明する例は、上述した器具（２００）と実
質的に同様に機能できることを理解すべきである。特に、以下に説明する外科用円形ステ
ープル留め器具（２００）の変形例を使用して、環状配列で組織をステープル留めし、ス
テープルの環状配列の内側にある余分な組織を切断し、管腔部分どうしの間で実質的に滑
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らかな移行を実現できる。
【００８０】
　図２１は、ステープルドライバ及びナイフを作動させるために器具（２００）に組み入
れることができる例示的な代替の構成要素を示している。特に、図２１は、第１のモータ
（９１０）、第２のモータ（９１２）、及びモータ（９１０、９１２）に連結された他の
構成要素を示している。本実施例のモータ（９１０、９１２）は、内部電源（例えば電池
など）及び／又は外部電源（例えば壁のコンセントなど）によって給電されてよい。以下
でより詳細に考察するように、モータ（９１０、９１２）は、ステープルドライバを作動
させるように構成されている。ステープルドライバは、複数のステープル駆動部材、複数
のステープル、及びステープルドライバが長手方向に作動したときに組織を切断するよう
に構成されたナイフを備える。本実施例のステープルドライバは、上述した器具（２００
）のステープルドライバと実質的に同様に機能する。特に、本実施例のステープルドライ
バを使用して、ステープルを環状配列で組織の中に打ち込み、ナイフ（図示せず）を駆動
してステープルの環状配列の内側にある余分な組織を切断し、ステープルドライバが作動
するのに反応して管腔部分どうしの間で実質的に滑らかな移行を実現できる。
【００８１】
　ドライバアクチュエータ（図示せず）の近位端は、シャフト（９２６、９２８）に連結
され、このシャフトは、以下により詳細に説明され、アクチュエータハンドル組立体（図
示せず）の中に配置できるものである。ドライバアクチュエータの遠位端は、シャフト（
９２６、９２８）が長手方向に並進移動するとステープルドライバがドライバアクチュエ
ータを介して作動するように、ステープルドライバに連結される。以下により詳細に考察
するように、モータ（９１０、９１２）は、ドライブ組立体を介してシャフト（９２６、
９２８）を長手方向に並進移動させるように動作可能である。そのため、モータ（９１０
、９１２）が作動してシャフト（９２６、９２８）を並進移動させたとき、ナイフ及びス
テープル駆動部材は、実質的に同時に、組織を切断してステープルを遠位側に組織の中に
打ち込む。
【００８２】
　モータ（９１０、９１２）は、アクチュエータハンドル組立体内の異なる軸に沿って配
設される。モータ（９１０、９１２）は、モータのそれぞれの駆動シャフト（９１５、９
１７）を逆方向に回転させる。モータ（９１４）の遠位端にはシャフト（９１５）を介し
て第１の螺旋歯車（９１４）が固定される。モータ（９１２）の遠位端にはシャフト（９
１７）を介して第２の螺旋歯車（９１６）が固定される。駆動されるドライブシャフト（
９２０）は、螺旋状のねじ切り（９２２）を有する。シャフト（９２０）は、螺旋状のね
じ切り（９２２）が第１の螺旋歯車（９１４）と第２の螺旋歯車（９１６）との両方と係
合するように、アクチュエータハンドル組立体の内部に配設され、かつアクチュエータハ
ンドル組立体に回転式に固定される。第１の螺旋歯車（９１４）及び第２の螺旋歯車（９
１６）は、シャフト（９２０）の径方向に対向する側で、螺旋状のねじ切り（９２２）と
係合する。駆動ナット（９２４）が、シャフト（９２０）周りに配設され、シャフト（９
２０）の回転で駆動ナット（９２４）が長手方向に並進移動するように、螺旋状のねじ切
り（９２２）と係合する。一対のシャフト（９２６、９２８）が駆動ナット（９２４）か
ら遠位側に延びている。シャフト（９２６、９２８）の遠位端は、駆動ナット（９２４）
が長手方向に並進移動することでドライバアクチュエータが共に長手方向に並進移動する
ように、ドライバアクチュエータに固定される。したがって、モータ（９１０、９１２）
の回転でステープルドライバはライバアクチュエータを介して長手方向に並進移動するこ
とを理解すべきである。
【００８３】
　モータ（９１０、９１２）は、モータ（９１０、９１２）がシャフト（９２０）を第１
の方向に回転させてシャフト（９２６、９２８）を近位側の長手位置から遠位側の長手位
置まで遠位側に駆動するように作動し得る。モータ（９１０、９１２）はその後、モータ
（９１０、９１２）がシャフト（９２０）を第２の方向に回転させてシャフト（９２６、
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９２８）を駆動して近位側の長手位置まで近位側に戻すように逆行できる。シャフト（９
２６、９２８）が近位側の長手位置から遠位側の長手位置へこのように長手方向に並進移
動し、近位側の長手位置へ戻ることで、ステープルドライバはドライバアクチュエータを
介して近位位置から遠位位置へ駆動され、再び元に戻る。モータ（９１０、９１２）が動
作できる他の適切な方法は、本明細書の教示を考慮することで当業者に明らかになるであ
ろう。
【００８４】
　Ｖ．例示的な斜めのモータの向き
　上で考察した実施例は、ドライバアクチュエータの近位部分と平行な向きでアクチュエ
ータハンドル組立体の中に配設された（１つ又は複数の）モータを備えているが、（１つ
又は複数の）モータは、他の適切な向きに向けられてもよいことを理解すべきである。例
えば、図２２に示したように、ドライバアクチュエータ（１０６４）によって規定される
長手軸に対してモータ（１０１０）が斜めを向くように、モータ（１０１０）を外科用円
形ステープル留め器具（１０００）の斜めのピストルグリップ（１０２０）の中に配設で
きる。モータ（１０１０）の作動でカム（１０３０）が回転するように、カム（１０３０
）がモータ（１０１０）に固定される。回動しているカム従動子（８９０）は、回動ピン
（１０７２）の周りを回転する。カム従動子（８９０）は、上で考察したカム従動子（５
９０）と実質的に同様に動作するように構成されている。特に、カム従動子（８９０）は
、カム従動子（８９０）の回転で従動子インターフェース機構（１０８４）が長手方向に
並進移動するように、カム（１０３０）及び従動子インターフェース機構（１０８４）と
関連付けられている。カム（１０３０）を、上で考察したカム（３２０、４２０、５２０
）又はカム組立体（２２０）のいずれかに従って構成できることを理解すべきである。本
実施例は単に例示的なものであることも理解すべきである。本明細書の教示を考慮するこ
とで、他の適切なモータの向きが当業者に明らかになるであろう。
【００８５】
　図２３に示したように、モータ（１１１０）が、ドライバアクチュエータ（１１６４）
によって規定される長手軸に対して斜めを向くように、モータ（１１１０）を外科用円形
ステープル留め器具（１１００）の斜めのピストルグリップ（１１２０）の中に配設でき
る。モータ（１１１０）の回転で傘歯車（１１１２）が回転するように、第１の傘歯車（
１１１２）がモータ（１１１０）に固定される。カム（１１４０）の近位端には第２の傘
歯車（１１１４）が固定される。第１の傘歯車（１１１２）の回転で第２の傘歯車（１１
１４）が回転するように、第１の傘歯車（１１１２）と第２の傘歯車（１１１４）とが係
合する。このように、モータ（１１１０）でカム（１１４０）が回転する。カム（１１４
０）を、上で考察したカム（３２０、４２０、５２０）又はカム組立体（２２０）のいず
れかに従って構成できることを理解すべきである。本実施例は単に例示的なものであるこ
とも理解すべきである。斜めのモータの向きを達成する他の適切な方法が、本明細書の教
示を考慮することで当業者に明らかになるであろう。単なる一例として、本願と同一日付
で出願されたＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＳＴＡＰＬＥＲ　ＷＩＴＨ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＡＭ　Ｄ
ＲＩＶＥ　ＡＮＤ　ＲＥＴＵＲＮと題する米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ７２８
７ＵＳＮＰ．０６０６４５２］号の教示に従って、ハンドル組立体が、垂直方向を向いた
、又は斜めを向いたピストルグリップ及び／又はモータを提供してもよく、この開示内容
を参照することにより本明細書に援用する。
【００８６】
　ＶＩ．その他
　上述した実施例のいずれにおいても、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、及び／又はそ
の他の種類の制御モジュールが、電源及びモータ（２１０，３１０，４１０，５１０）と
通じた状態で設置されてもよく、かつ、モータ（２１０，３１０，４１０，５１０）を自
動的に停止するように構成されてもよく、これによってモータ（２１０，３１０，４１０
，５１０）を動的に制動する方法を提供し、その結果、対応する駆動シャフトが正確に一
回転するようにモータ（２１０，３１０，４１０，５１０）を作動させることができる。
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単なる一例として、このような制御モジュールが、駆動シャフト又はモータ（２１０，３
１０，４１０，５１０）の作動に反応して動く何らかの他の構成要素と通信しているエン
コーダと通信していてもよい。別の単なる例示的な一例として、このような制御モジュー
ルが、駆動シャフト又はモータ（２１０，３１０，４１０，５１０）の作動に反応して動
く何らかの他の構成要素と通信している１つ以上のリードスイッチと通信していてもよい
。（例えば追跡した構成要素の回転に基づいて、構成要素の並進移動に基づいて、及び／
又は何らかの他のパラメータなどに基づいて）モータ（２１０，３１０，４１０，５１０
）を正確に停止するために使用できるその他の適切な種類のセンサ及び制御モジュールが
、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。当然ながら、制御
モジュールは、モータ（２１０，３１０，４１０，５１０）を制御して適切な数だけ回転
するように稼働させるなどのために構成されてもよい。場合によっては、モータ（２１０
，３１０，４１０，５１０）の始動及び停止の制御を、本願と同一日付で出願されたＣＯ
ＮＴＲＯＬ　ＦＥＡＴＵＲＥＳ　ＦＯＲ　ＭＯＴＯＲＩＺＥＤ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＳＴ
ＡＰＬＩＮＧ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴと題する米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ７
２９１ＵＳＮＰ．０６０６４４６］号の教示に従って実施してもよく、この開示内容を参
照することにより本明細書に援用する。
【００８７】
　本明細書で説明した教示、表現、実施形態、実施例などの任意の１つ以上を、本明細書
で説明される教示、表現、実施形態、実施例などの任意の１つ以上と組み合わせることが
できることが理解されるべきである。したがって、上記の教示、表現、実施形態、実施例
などは、互いに対して分離して考慮されるべきではない。本明細書の教示を組み合わせる
ことができる種々の適切な方法は、本明細書の教示を考慮することで当業者に容易に明ら
かになるであろう。そのような改変及び変形は、特許請求の範囲内に含まれることを意図
する。
【００８８】
　本明細書の教示の少なくとも一部は、２０１０年９月１４日に発行された「Ｓｕｒｇｉ
ｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｂｌｅ　ｏｒ　Ｃｒｕｓｈ
ａｂｌｅ　Ｍｅｍｂｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｓｅｃｕｒｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｔｈｅｒｅｉｎ
　ａｎｄ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｄｅｐｌｏｙｉｎｇ　
ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」と題する米国特許第７，７９４，４７５号（この開示内容を参照する
ことにより本明細書に援用する）、２０１２年１２月４日に出願された、「Ｔｒａｎｓ－
Ｏｒａｌ　Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ａｎｖｉｌ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｗｉｔｈ　Ｄｉｌａｔｉｏｎ　Ｆｅａｔｕｒｅ」と題する米国特許出願第１３／６９３，
４３０号（この開示内容を参照することにより本明細書に援用する）、２０１２年１１月
２９日に出願された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　
Ｐｌｅｄｇｅｔ　ｆｏｒ　Ｔｉｐ　Ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ」と題する米国特許出願第１３
／６８８，９５１号（この開示内容を参照することにより本明細書に援用する）、２０１
２年１２月６日に出願された「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｖａｒｙ
ｉｎｇ　Ｓｔａｐｌｅ　Ｗｉｄｔｈｓ　ａｌｏｎｇ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｃｉｒｃｕｍ
ｆｅｒｅｎｃｅｓ」と題する米国特許出願第１３／７０６，８２７号（この開示内容を参
照することにより本明細書に援用する）、２０１２年１１月２９日に出願された「Ｐｉｖ
ｏｔｉｎｇ　Ａｎｖｉｌ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ｓｔａｐｌｅ
ｒ」と題する米国特許出願第１３／６８８，９９２号（この開示内容を参照することによ
り本明細書に援用する）、２０１２年１２月４日に出願された「Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ａｎ
ｖｉｌ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｆ
ｅａｔｕｒｅ」と題する米国特許出願第１３／６９３，４５５号（この開示内容を参照す
ることにより本明細書に援用する）、２０１２年１２月１７日に出願された「Ｃｉｒｃｕ
ｌａｒ　Ｓｔａｐｌｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔａｂｌｅ　Ｍｏｔｏｒｉｚｅｄ　ａｎ
ｄ　Ｍａｎｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ，Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｉｎ
ｇ」と題する米国特許出願第１３／７１６，３１３号（この開示内容を参照することによ
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り本明細書に援用する）、２０１２年１２月１７日に出願された「Ｍｏｔｏｒ　Ｄｒｉｖ
ｅｎ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｉｎｐｕｔ　Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ｓｔａｐｌｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｍｏ
ｄｕｌａｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」と題する米国特許出願第１３／７１６，３１８
号（この開示内容を参照することにより本明細書に援用する）、及び／又は、２０１２年
１２月１７日に出願された「Ｍｏｔｏｒ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｉｎｐｕｔ　Ｃ
ｉｒｃｕｌａｒ　Ｓｔａｐｌｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｌｏｃｋａｂｌｅ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓ
ｈａｆｔ」と題する米国特許出願第１３／１７６，３２３号（この開示内容を参照するこ
とにより本明細書に援用する）の１つ以上の教示と容易に組み合わせることができる。こ
のような教示を組み合わせることができる種々の適切な方法が当業者に明らかになるであ
ろう。
【００８９】
　本明細書の実施例は、円形ステープル留め器具の文脈で説明されているが、本明細書の
さまざまな教示は、さまざまな他の種類の外科用器具に容易に適用され得ることを理解す
べきである。単なる一例として、本明細書のさまざまな教示は、直線状のステープル留め
装置（例えばエンドカッター）に容易に適用され得る。例えば、本明細書のさまざまな教
示は、当業者には明らかなように、２０１２年９月２０日に公開された「Ｍｏｔｏｒ－Ｄ
ｒｉｖｅｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｓｓ
ｅｍｂｌｙ」と題する米国特許出願公開第２０１２／０２３９０１２号（この開示内容を
参照することにより本明細書に援用する）、及び／又は２０１０年１０月２１日に公開さ
れた「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ａｎ　
Ａｒｔｉｃｕｌａｔａｂｌｅ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」と題する米国特許出願公開第
２０１０／０２６４１９３号（この開示内容を参照することにより本明細書に援用する）
のさまざまな教示と容易に組み合わせることができる。別の単なる例示的な一例として、
本明細書のさまざまな教示は、電動の電気外科用装置に容易に適用され得る。例えば、本
明細書のさまざまな教示は、当業者には明らかなように、２０１２年５月１０日に公開さ
れた「Ｍｏｔｏｒ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗ
ｉｔｈ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ」と
題する米国特許出願公開第２０１２／０１１６３７９号（この開示内容を参照することに
より本明細書に援用する）のさまざまな教示と容易に組み合わせることができる。本明細
書の教示を適用できるその他の適切な種類の器具、及びそのような器具に本明細書の教示
を適用できるさまざまな方法が、当業者には明らかになるであろう。
【００９０】
　本明細書に参照により組み込まれると述べられたいかなる特許、刊行物、又は他の開示
内容も、その全体又は一部において、組み込まれた内容が現行の定義、見解、又は本開示
に記載された他の開示内容とあくまで矛盾しない範囲でのみ本明細書に組み込まれること
が認識されるべきである。このように及び必要な範囲で、本明細書に明瞭に記載されてい
る開示は、参照により本明細書に援用される任意の矛盾する事物に取って代わるものとす
る。参照により本明細書に援用されると述べられるが、既存の定義、記載、又は本明細書
に記載される他の開示文献と矛盾するあらゆる文献、又はそれらの部分は、援用文献と既
存の開示内容との間に矛盾が生じない範囲においてのみ援用するものとする。
【００９１】
　上述の装置の変形例は、医療専門家によって行われる従来の治療及び医療処置での用途
だけでなく、ロボット支援された治療及び医療処置での用途も有することができる。単な
る一例として、本明細書のさまざまな教示は、ロボットによる外科用システム、例えばＩ
ｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．（Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，Ｃａｌｉｆｏｒ
ｎｉａ）によるＤＡＶＩＮＣＩ（商標）システムに容易に組み込まれ得る。
【００９２】
　上述の変形例は、１回の使用後に廃棄されるように設計されてもよく、あるいは、それ
らは、複数回使用されるように設計されてもよい。変形例は、いずれの場合も、少なくと
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も１回の使用後に再利用のために再調整することができる。再調整することは、装置を分
解する工程、それに続いて特定の部品を洗浄又は交換する工程、並びにその後の再組み立
てする工程の任意の組み合わせを含んでもよい。特に、装置の変形例によっては分解され
てもよく、また、装置の任意の数の特定の部片又は部品が、任意の組み合わせで選択的に
交換されるか、あるいは取り外されてもよい。特定の部品の洗浄及び／又は交換の際、装
置の変形物によっては、再調整用の施設で、又は外科的処置の直前に使用者によって、そ
の後の使用のために再組み立てされ得る。当業者であれば、装置の再調整において、分解
、洗浄／交換、及び再組み立てのためのさまざまな技術を使用できる点は理解されるであ
ろう。このような技術の使用、及びその結果として得られる再調整された装置は、すべて
本出願の範囲内にある。
【００９３】
　単なる一例として、本明細書で説明した変形例は、手術の前及び／又は後に、滅菌され
てもよい。１つの滅菌技術では、装置は、プラスチック又はＴＹＶＥＫバッグなど、閉じ
て密閉された容器に入れられる。次いで、容器及び装置は、γ放射線、Ｘ線、又は高エネ
ルギー電子など、容器を透過することができる放射線の場に設置されてよい。放射線によ
り、装置上及び容器内の細菌を死滅させることができる。次に、滅菌された装置は、後の
使用のために、滅菌した容器内に保管されてもよい。装置はまた、限定されるものではな
いが、β若しくはγ放射線、エチレンオキシド、又は蒸気を含めて、当該技術分野で既知
の他の任意の技術を使用して滅菌されてもよい。
【００９４】
　本発明のさまざまな実施形態が、図示及び説明されているが、本発明の範囲から逸脱す
ることなく、当業者による適切な改変によって、本明細書で説明される方法及びシステム
の更なる適合化を達成することができる。そのような可能な改変の幾つかについて述べた
が、その他の改変も当業者には明らかであろう。例えば、上記で考察した実施例、実施形
態、形状、材料、寸法、比率、工程などは、例示的なものであって必須のものではない。
したがって、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲において考慮されるべきものであり、
本明細書及び図面において図示及び説明した構造及び動作の細部に限定されないものとし
て理解されるべきである。
【００９５】
〔実施の態様〕
（１）　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを組織の中に打ち込
むように動作可能である、ステープル留め組立体と、
　（ｄ）モータと、
　（ｅ）前記モータに連結されたカム組立体であって、前記モータは、前記カム組立体を
回転させるように構成されている、カム組立体と、
　（ｆ）前記カム組立体に連結された発射組立体であって、前記カム組立体は、遠位側移
動範囲にわたって変化する機械効率を前記発射組立体の遠位部分に提供するように、前記
発射組立体の前記遠位部分を、変化する長手方向の力特性で、前記遠位側移動範囲にわた
り駆動する、発射組立体と、を備える、外科用器具。
（２）　前記発射組立体は、前記ハンドル組立体に回転式に固定された回動部材を備え、
前記回動部材の第１の部分が前記カム組立体と係合し、前記回動部材の第２の部分が前記
発射組立体と係合し、前記カム組立体は、回転することによって前記回動部材を回転させ
るように構成され、前記回動部材は、回転することによって、前記変化する機械効率を前
記発射組立体の前記遠位部分に提供するように構成されている、実施態様１に記載の器具
。
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（３）　前記カム組立体は、前記カム組立体を一回転させることによって前記発射組立体
を駆動するように動作可能である、実施態様１に記載の器具。
（４）　前記カム組立体は、第１のカム及び第２のカムを備える、実施態様１に記載の器
具。
（５）　前記第１のカム及び前記第２のカムは、共通の長手軸に沿って長手方向に間隔を
あけて配置され、前記第１のカム及び前記第２のカムは、前記長手軸の周りに異なる角度
位置に向けられている、実施態様４に記載の器具。
【００９６】
（６）　前記第１のカム及び前記第２のカムは、カムの輪郭が異なる、実施態様４に記載
の器具。
（７）　前記第１のカム及び前記第２のカムは、同一形状である、実施態様４に記載の器
具。
（８）　前記発射組立体は、前記ハンドル組立体に回転式に固定された回動部材を備え、
前記回動部材の第１の部分が前記第１のカムと関連付けられ、前記回動部材の第２の部分
が前記第２のカムと関連付けられ、前記回動部材の第３の部分が前記発射組立体と係合し
、前記カム組立体は、回転することによって前記回動部材を回転させるように構成され、
前記回動部材は、回転することによって、前記変化する機械効率を前記発射組立体の前記
遠位部分に提供するように構成されている、実施態様４に記載の器具。
（９）　前記第１のカム及び前記回動部材の前記第１の部分は、接触することによって前
記発射組立体を第１の長手距離に沿って長手方向に並進移動させるように構成され、前記
第２のカム及び前記回動部材の前記第２の部分は、接触することによって前記発射組立体
を第２の長手距離に沿って長手方向に並進移動させるように構成されている、実施態様８
に記載の器具。
（１０）　前記発射組立体の近位部分は、長手軸を規定し、前記モータは、前記長手軸に
対して斜めに向けられている、実施態様１に記載の器具。
【００９７】
（１１）　前記ハンドル組立体は、ピストルグリップを規定し、前記モータは、前記ピス
トルグリップ内に配置されている、実施態様１０に記載の器具。
（１２）　前記発射組立体は、アームを備え、該アームは、前記カム組立体と係合し、該
アームは、長手方向に並進移動することによって、前記変化する機械効率を前記発射組立
体の前記遠位部分に提供するように構成されている、実施態様１に記載の器具。
（１３）　前記カム組立体は、バレルカムを備える、実施態様１２に記載の器具。
（１４）　バレルカムは、傾斜した遠位面を備える、実施態様１３に記載の器具。
（１５）　前記傾斜した環状面は、複数の異なる弓形の斜面を備える、実施態様１４に記
載の器具。
【００９８】
（１６）　前記発射組立体を長手方向近位側に付勢するように構成された弾性部材を更に
備える、実施態様１に記載の器具。
（１７）　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを環状配列で打ち込
んで組織の２つの管腔を一緒に固定するように動作可能である、ステープル留め組立体と
、
　（ｄ）モータと、
　（ｅ）前記モータに連結されたカム組立体であって、前記モータは、前記カム組立体を
回転させるように構成されている、カム組立体と、
　（ｆ）前記カム組立体と機械的に連絡する発射組立体であって、前記ステープル留め組
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立体を長手方向に並進移動させることによって前記複数のステープルを打ち込むように構
成されている、発射組立体と、
　（ｇ）弾性付勢部材であって、前記発射組立体を前記カム組立体に向かって付勢するよ
うに構成されている、弾性付勢部材と、を備える、外科用器具。
（１８）　外科用器具であって、
　（ａ）ハンドル組立体と、
　（ｂ）前記ハンドル組立体から遠位側に延びているシャフトであって、近位端及び遠位
端を備える、シャフトと、
　（ｃ）ステープル留め組立体であって、前記シャフトの前記遠位端に配設され、開放位
置から閉鎖位置まで選択的に動くように構成され、複数のステープルを環状配列で打ち込
んで組織の２つの管腔を一緒に固定するように動作可能である、ステープル留め組立体と
、
　（ｄ）第１のモータと、
　（ｅ）第２のモータと、
　（ｅ）前記モータに連結された歯車組立体であって、前記モータは、前記歯車組立体の
構成要素を回転させるように構成されている、歯車組立体と、
　（ｆ）発射組立体であって、前記ステープル留め組立体を長手方向に並進移動させるこ
とによって前記複数のステープルを打ち込むように構成され、前記歯車組立体の構成要素
は、回転して前記発射組立体を長手方向に並進移動させるように構成されている、発射組
立体と、を備える、外科用器具。
（１９）　前記歯車組立体は、
　（ｉ）前記第１のモータに連結された第１の歯車と、
　（ｉｉ）前記第２のモータに連結された第２の歯車と、
　（ｉｉｉ）前記第１の歯車及び前記第２の歯車と係合したシャフトであって、前記第１
の歯車及び前記第２の歯車は、回転することによって前記シャフトを回転させるように構
成され、前記シャフトは、回転することによって前記発射組立体を長手方向に並進移動さ
せるように構成されている、シャフトと、を備える、実施態様１８に記載の器具。
（２０）　前記第１の歯車及び前記第２の歯車は、第１の方向に回転することによって前
記発射組立体を遠位側へ長手方向に並進移動させるように構成され、前記第１の歯車及び
前記第２の歯車は、第２の方向に回転することによって前記発射組立体を近位側へ長手方
向に並進移動させるように構成されている、実施態様１９に記載の器具。
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